
近
世
前
期
に
お
け
る
弘
前
藩
の
ア
イ
ヌ
支
配
に
つ
い
て

-

松
前
飛
脚
回
送
の
実
態
か
ら

-

は
じ
め
に

(-)

近
年
の
近
世
史
に
お
け
る

｢北
奥
ア
イ
ヌ
｣
研
究
は
､
北
方
史
研
究
の
進
展
に
伴

(･こ

い
､
榎
森
進
氏
や
浪
川
健
治
氏
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
｡
中
で
も
比
較
的
史
料
が

豊
富
で
あ
る

｢津
軽
ア
イ
ヌ
｣
に
関
し
て
は
､
そ
の
存
在
形
態

･
生
産
活
動
の
解
明

が
進
め
ら
れ
つ
つ
､
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
異
民
族
支
配
の
あ
り
方
や
'
異
民
族
支

配
を
特
徴
と
し
た
藩
の
自
己
認
識
､
藩
政
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
の
論
点
が
抽
出
さ

(3)

れ
て
き
た
｡

特
に
浪
川
氏
は
､
近
世
前
期

(十
七

～
十
八
世
紀
頃
)
に
お
け
る
弘
前
藩
の
ア
イ

ヌ
支
配
過
程
を
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
整
理
し
て
い
る
｡
以
下
要
点
の
み
を
記
す
と
､

①
正
保
期
の

｢狭
村
｣
呼
称
に
よ
る
ア
イ
ヌ
居
住
空
間
の
把
握
､
②
寛
文
期
か
ら
の

藩
主
と
ア
イ
ヌ
首
長
層
の

｢御
目
見
｣
-
ウ
イ
マ
ム
儀
礼
を
通
じ
た
コ
タ
ン
単
位
に

よ
る
地
域
集
団

へ
の
政
治
支
配
強
化
､
③

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
を
契
機
と
し
た
松
前

へ

の

｢飛
脚
回
送
役
｣
=

｢状
役
｣
の
設
定
に
よ
る

｢状
｣
社
会
集
団

(身
分
)
と

(-･)

し
て
の
藩
政

へ
の
組
み
込
み
､
で
あ
る
｡

従
来
'
こ
の
見
解
に
対
し
て
の
異
論
は
出
て
い
な
い
｡
近
世
初
頭
の
藩
領
内
の
也

域
編
成
や

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
(以
下
適
宜

｢蜂
起
｣
と
略
記
す
る
)
と
の
関
連
が

武

田

亜

弓

考
慮
さ
れ
た
妥
当
な
編
成
段
階
と
理
解
で
き
よ
う
｡
し
か
し
､
各
段
階
の
鍵
と
な

っ

て
い
る

｢御
目
見
｣
や

｢飛
脚
回
送
｣
な
ど
の
具
体
的
な
定
着

･
変
容
過
程
は
'
十

分
に
検
討
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
く
､
例
え
ば

｢飛
脚
回
送
役
｣
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
な
疑
問
を
持

つ
｡

第

1
に
､
浪
川
氏
は

｢狭
共
之
儀
先
年
よ
り
何
之
諸
役
も
無
御
座
､
居
屋
敷

二
畑

御
年
貢
等
も
御
差
引
'
松
前
等
江
御
用
之
儀
御
座
候
得
者
､
御
飛
脚
鼻
送
申
儀
御
座

候
｣
(
｢国
日
記
｣
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)
九
月
二
十
四
日
条
)
を
根
拠
と
し
て
､

松
前
飛
脚
回
送
業
務
を
､
諸
役
の
免
除
と
引
き
換
え
に
負
担
さ
せ
ら
れ
た

｢ア
イ
ヌ

固
有
の

『
役
』
｣
と
評
価
し
､
そ
の
開
始
は

｢蜂
起
｣
に
お
け
る
飛
脚
船

へ
の
動
員

(5)

を
最
大
の
契
機
と
想
定
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
右
の
史
料
か
ら

｢役
｣
の

｢設
定
｣

(6)

と
ま
で
読
み
取
れ
る
の
か
､
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
第
二
に
､
氏
の
い
う

｢役
｣
と
は
､
支
配
関
係
を
基
本
と
し
た

｢主
従
制
に
基
づ
く
社
会
的
な
義
務
負

(丁)
担
｣
の
意
味
で
あ
る
が
､
飛
脚
回
送
業
務
が
ア
イ
ヌ
の
社
会
的
な
義
務
負
担
と
化
し

て
い
く
過
程
や

｢設
定
｣
の
あ
り
方
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
第
三
に
､
ア
イ

ヌ
飛
脚
回
送
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
は

｢蜂
起
｣
時
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
'
そ
の

前
後
の
平
時
の
実
態
ま
で
は
追
わ
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
た
め
平
時
の
ア
イ
ヌ
飛
脚
回

(8)

送
業
務
も

｢蝦
夷
地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
支
配
貫
徹
の
た
め
の
先
兵
と
し
て
の
役
割
｣
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と
い
う
有
事
に
お
け
る
意
義
の
延
長
に
置
か
れ
る
の
み
で
､
実
態
的
な
ア
イ
ヌ
起
用

の
目
的
は
考
慮
し
て
い
な
い
｡

し
た
が

っ
て
③
の
ア
イ
ヌ
支
配
編
成
の
確
立
に
関
し
て
は
､
｢蜂
起
｣
時
と
の
関

連
に
注
意
し
っ
つ
も
'
松
前
飛
脚
回
送
業
務
が
ア
イ
ヌ
の
仕
事
と
し
て
社
会
的
に
定

着
し
て
い
く
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
､
政
策
的
に
設
定
さ
れ
た

｢役
｣
と
し
て
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
｡
つ
ま
り
は
'
藩
と
ア
イ
ヌ
の
関
係
の
変
化
を
よ
り
詳
細
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が

課
題
と
な
る
｡

(9)

以
上
の
点
か
ら
､
本
稿
で
は
主
に

｢弘
前
藩
庁
日
記
｣
(
｢国
日
記
｣)
記
事
の
読

み
直
し
を
通
し
て
'
｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
を
は
さ
む
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
前
半

に
か
け
て
の
'
弘
前
藩
の
松
前
飛
脚
回
送
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
､
平
時
に
お
け
る

ア
イ
ヌ
か
き
お
く
り
起
用
の
現
実
的
な
意
味
や
評
価
を
抽
出
し
､
そ
の
評
価
が
藩
と

ア
イ
ヌ
の
関
係
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
っ
た
の
か
を
論
点
に
､
ア
イ
ヌ
と
藩
社

会
の
関
係
に
つ
い
て

一
考
す
る
こ
と
と
す
る
｡

Ⅰ

弘
前
藩
の
松
前
飛
脚
と
渡
海

l
､
津
軽
海
峡
渡
海
の
ル
ー
ト
と
実
情

は
じ
め
に
､
弘
前
藩
が
松
前

へ
む
け
た
飛
脚
回
送
の
実
態
を
検
討
す
る
前
提
と
し

て
､
近
世
期
に
お
け
る
津
軽
海
峡
渡
海
の
実
情
を
史
料
か
ら
確
認
し
て
お
く
｡

ま
ず
､
当
時
の
津
軽
領
か
ら
松
前

へ
の
渡
海
ル
ー
ト
は
'
正
保
二
年

(
一
六
四

(10)

五
)
成
立
の

｢陸
奥
国
津
軽
郡
之
絵
図
｣
に
よ
る
と
'
青
森

･
宇
鉄

二
二
厩

･
小
泊

･
鯵
ヶ
沢

･
深
浦
か
ら
松
前

へ
の
渡
航
路
が
確
認
で
き
る
｡
な
か
で
も
､
松
前
藩
の

参
勤
交
代
や
幕
府
巡
見
使
の
往
来
に
利
用
さ
れ
た
渡
海
ル
ー
ト
は
'
初
期
に
は
小
泊

(‖)

I
松
前
ル
ー
ト
が
と
ら
れ
た
D
寛
文
期
に
な
る
と
三
厩
-

松
前
ル
ー
ト
の
使
用
も
確

認
で
き
る

(｢国
日
記
｣
寛
文
六
年
四
月
)｡
享
保
年
間
の
幕
府
巡
見
使
の
記
録
で
あ

L〓l

る

｢松
前
蝦
夷
記
｣
に
よ
る
と
'
松
前
藩
主
下
向
は
南
部
領
野
辺
地
か
ら
松
前

へ
渡

海
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
､
海
上
遠
い
た
め
に

｢風
見
手
間
取
り
｣
五
､
六
十
日
も

風
待
ち
に
か
か
る
た
め
'
近
年
は

｢三
馬
屋
｣
か
ら
渡
海
す
る
と
あ
り
'
十
八
世
紀

に
は
､
松
前
街
道
を
北
上
し
三
厩
か
ら
松
前

へ
渡
海
す
る
コ
ー
ス
が
主
要
路
と
し
て

定
着
し
た
と
み
え
る
｡

三
厩
か
ら
松
前

へ
の
渡
海
の
順
風
は
､
寅
卯
か
ら
の

｢山
瀬
風
｣
で
､
と
り
わ
け(I)

｢三
月
末
よ
り
六
月
末
ま
て
折
節
山
瀬
風
吹
｣
く
た
め
に
あ
ま
り
風
待
滞
留
が
な
く
､

特
に
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
る
飛
脚
の
際
の
渡
海
場
所
に
最
も
適
し
た
と
推
測
さ
れ
る
｡

そ
の
反
面
､
冬
に
は

｢風
待
三
十
日
又
ハ
四
五
十
日
｣
も
か
か
る
と
あ
り
'
季
節
に

よ
っ
て
渡
海
状
況
は
異
な
っ
て
お
り
'
飛
脚
の
渡
海
も
当
然
こ
う
し
た
折
々
の
自
然

状
況
に
左
右
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
後
に
検
討
す
る
ア
イ
ヌ
か
き
お
く
り
に
よ

る
飛
脚
渡
海
も
三
厩
付
近
か
ら
渡
海
し
た
と
み
ら
れ
る
が
'
冬
季
十
～
十
二
月
間
の

事
例
は
み
ら
れ
な
い
｡
冬
季
に
は
海
上
遠
く
と
も
､
他
の
港
か
ら
の
回
送
が
行
な
わ

れ
た
可
能
性
も
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
｡

ま
た
､
こ
の
ル
ー
ト
は
危
険
が
大
き
く
､
渡
海
は
技
術
を
要
し
た
｡
元
文
四
年

一‖l

(
一
七
三
九
)
成
立
の

｢北
海
随
筆
｣
に
は
'
三
馬
屋
か
ら
松
前

へ
の
渡
航
の
実
情

が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の

一
部
を
抜
粋
す
る
と
､
｢此
渡
り
凡
八
､
九
里
な
れ
ど
も

難
儀
の
渡
り
に
て
､
龍
飛
､
中
の
汐
､
白
髪
と
て
三
流
の
潮
筋
あ
り
瀧
の
こ
と
く
に

て
､
風
ゆ
る
き
時
は
乗
切
り
か
た
し
｡
｣
｢又
夏
の
間
は
潮
お
こ
り
と
い
ふ
事
あ
り
｡

-
共
あ
り
さ
ま
海
底
よ
り
潮
湧
出
で
'
四
方
よ
り
大
波
も
み
あ
は
す
る
ゆ

へ
'
-
港
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面

一
'
二
段
も
高
く
見
ゆ
る
な
り
｡
此
時
に
乗
懸
り
た
る
船
は
難
儀
に
及
ぶ
｡
｣
｢此

渡
り
を
過
て
船
着
の
所
は
松
前
城
下
な
り
｡
此
湊
片
落
に
て
潮
あ
ら
く
海
岸
岩
石
多

き
ゆ

へ
､
乗
な
れ
ざ
る
船
は
麦
に
て
破
舟
す
る
事
あ
り
｡
｣
｢案
内
し
り
た
る
船
頭
に

て
も
雲
霧
深
き
時
は
難
儀
に
お
よ
ぶ
な
り
｡
｣
な
ど
と
あ
り
､
三
厩
か
ら
松
前
の
間

に
は
三
つ
の
潮
筋
が
あ
る
こ
と
'
ま
た
夏
の

｢潮
お
こ
り
｣
と
い
う
現
象
や
'
松
前

湊
の
岩
礁
'
雲
霧
な
ど
'
渡
航
は
､
厳
し
い
自
然
状
況
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
津
軽
海
峡
の
渡
海
は
容
易
で
は
な
く
､

豊
富
な
経
験
に
培
わ
れ
た
天
候
や
潮
の
流
れ
を
読
む
確
か
な
技
術
が
必
要
で
あ
り
､

渡
海
船
の
か
き
お
く
り
は
特
種
で
専
門
性
の
高
い
労
働
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

1li:1

さ
て
､
三
馬
屋
を
含
む
津
軽
半
島
北
端
部
は
和
人
と
ア
イ
ヌ
の
雑
居
地
域
と
な
っ

て
い
た
｡
両
者
い
ず
れ
に
も
'
松
前

へ
の
物
資
の
回
送
を
生
業
と
す
る
者
が
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
'
弘
前
藩
の
遣
わ
し
た
飛
脚
の
渡
海
方
法
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
｡
ま
た
､
飛
脚
回
送
業
務
と
ア
イ
ヌ
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に

あ
ら
わ
れ
る
の
か
を
次
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
｡

二
､
松
前
飛
脚
の
性
質
と
渡
海

管
見
の
限
り
'
弘
前
藩
の
松
前
飛
脚
に
関
す
る
記
述
は
'
｢国
日
記
｣
寛
文
元
年

(
一
六
六

一
)
六
月
二
十
五
日
条
が
初
見
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
ま
ず
は
'
寛
文

元
年
か
ら
ア
イ
ヌ
飛
脚
回
送
の
画
期
と
い
わ
れ
る

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
前
の
平
時
に

お
け
る
松
前
飛
脚
業
務
の
内
容
及
び
渡
海
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
｡

表
1
は
､
当
面
の
飛
脚
年
表
と
し
て
'
｢国
日
記
｣
初
出
の
寛
文
元
年
六
月
二
十

五
日
条
か
ら
同
七
年

(
一
六
六
七
)
八
月
五
日
条
ま
で
の
松
前
飛
脚
に
関
す
る
記
事

(16)

を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
飛
脚
渡
海
の
性
格
を
み
る
と
～

①
弘
前
藩
-
松
前
藩
間
の
飛
脚
連
絡
と
､
②
幕
府

･
松
前
藩

･
秋
田
藩
な
ど
'
公
儀

や
そ
の
他
の
藩
に
よ
る
飛
脚
渡
海
を
請
け
負
っ
た
も
の
と
'
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
｡

こ
こ
で
は
ま
ず
①
の
場
合
の
飛
脚
の
用
向
き
を
み
る
と
'
松
前
か
ら
の
書
状
に
対

す
る
返
信
が
最
も
多
い

(表
1
､
中

〔1
〕
〔2
〕
〔3
〕
〔
5
〕
)｡
そ
の
場
合
'
松

前
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
飛
脚
に
対
し
て
は

｢金
子
壱
歩

(分
)
｣
を
下
付
し
て
お
り
､

弘
前
藩
か
ら
松
前

へ
遣
わ
し
た
飛
脚
に
対
し
て
も
松
前
藩
主
か
ら
金
子
壱
歩
が
下
さ

れ
て
い
る

〔16
〕｡
近
隣
大
名
間
で
の
飛
脚

(使
者
)
に
よ
る
交
流
は
'
互
い
に
飛

脚
に
対
し
金
子
を
下
付
し
あ
う
慣
習
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
他
に
飛
脚
の
用
件
に
は
'

松
前
地
震
の
と
き
の
見
廻
り

〔7
〕
･
松
前
藩
主
死
去
に
対
す
る
慶
弔

〔10
〕
･
巡
見

使

へ
随
従
さ
せ
た
家
臣

へ
の
馳
走
御
礼

〔
15
〕
な
ど
が
み
ら
れ
る
｡
飛
脚
の
担
い
手

は
'
｢小
知
行
｣
の
家
臣
で
､
渡
海
に
は

｢青
森
町
人
壱
人
｣
を
差
し
添
え
る
こ
と

も
あ

っ
た

〔
7
〕
｡
な
お
､
残
念
な
が
ら
渡
海
の
具
体
的
方
法
'
回
送
者

(漕
ぎ

辛
)
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

飛
脚
渡
海
の
方
法
が
わ
か
る
の
は
'
む
し
ろ
②
の
他
藩
や
幕
府
か
ら
飛
脚
渡
海
を

請
け
負
っ
た
場
合
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
海
峡
渡
海
船
の
手
配
を
請
け
負

っ
た
こ
と

で
'
渡
海
自
体
が
よ
り
意
識
さ
れ
た
た
め
か
と
受
け
取
れ
る
｡
ひ
と
ま
ず
､
秋
田
藩

か
ら
請
け
負
っ
た
場
合
か
ら
そ
の
方
法
を
み
る
と
'
寛
文
三
年

(
一
六
六
三
)
六
月

二
十
五
日
条

〔6
〕
に
は
'

一
㌧
夜
五
ツ
時
分
秋
田
よ
り
飛
脚
'
但
先
日
松
前

へ
被
遣
候
御
鷹
師

へ
御
用
こ
て

追
懸
飛
脚
之
由
､
則
右
御
鷹
師
松
前

へ
渡
海
候

ハ
1
此
飛
脚
渡
海
船
可
申
付

由
'
倒
風
船
有
利
働

ハ
V.弼
之
事~
腐
り
便
船
剰
之
候1
.ハ
J

相
対
楓
訓
戚
旬
日
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い
可
申
由
申
渡
ス
'
(史
料
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
｡
以
下
同
じ
｡
)

と
あ
り
､
｢便
船
｣
つ
ま
り
定
期
船
や
都
合
よ
く
出
る
船
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
で
行

く
よ
う
に
'
う
ま
く

｢便
船
｣
が
な
い
場
合
は

｢如
先
規
｣
船
を
雇
っ
て
渡
海
す
る

よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
飛
脚
の
渡
海
方
法
と
は
､
原
則
と
し
て

便
船
を
利
用
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
､
便
船
の
な
い
場
合
に
は
船
を
雇
う
こ
と
が
節

々
か
ら
の
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

ま
た
渡
海
の
場
所
に
つ
い
て
は
､
表
1
中

〔4
〕
〔7
〕
〔9
〕
〔
12
〕
に
あ
る
よ

う
に

｢青
森
｣
が
主
で
あ
っ
た
｡
青
森
は
十
七
世
紀
か
ら
開
発
さ
れ
た
港
湾
都
市
で
､

商
人
船
出
入
の
中
心
地
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
ア
イ
ヌ
の
居
住
を
示
す
記
録
は
な
く
'

こ
の
段
階
で
､
飛
脚
渡
海
船
回
送
の
担
い
手
の
中
心
が
ア
イ
ヌ
で
あ
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
｡
加
え
て
へ
飛
脚
渡
海
は

｢便
船
｣
か

｢や
と
い
｣
に
よ
る
も
の
で
､
百
姓

･
町
人
か
ら
夫
役
と
し
て
取
り
た
て
る
性
質
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
い
え
る
O
こ

れ
は
先
に
み
た
渡
海
業
務
の
特
種
専
門
性
か
ら
も
窺
う
事
が
で
き
よ
う
｡

で
は

｢蜂
起
｣
以
前
に
､
ア
イ
ヌ
に
よ
る
飛
脚
船
の
回
送
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)

七
月
､
小
泊
か
ら
松
前

へ
渡
っ
た
幕
府
の
巡
見
使
に
対
し
飛
脚
を
立
て
た
さ
い

(寛

文
七
年
七
月
三
日
条
)
〔14
〕
に
は
､

一
､
御
国
廻
様
方

へ
為
御
見
廻
今
日
飛
脚
被
遣
'
但
御
書
之
内

二
乗
百
被
進
由
御

認
被
進
候
'
御
書
も
御
三
人
御
連
状

こ
て

一
通
也
'
笥

風
船
羽

き
実
際
に
ア
イ
ヌ
が
回
送
を
行
っ
た
か
は
不
明
だ
が
､
通
常
の

｢便
船
｣
で
は
遅
れ

が
生
じ
る
場
合
と
い
う
､
と
り
わ
け
迅
速
さ
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
､
臨
時
的
に
ア

イ
ヌ
の
回
送
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に

｢蜂
起
｣
以
前
､
遅
く
と
も
寛
文
七
年
に
は
､
少
な
く
と
も
藩
に
は
､

必
要
な
と
き
に
ア
イ
ヌ
を
飛
脚
回
送
に
起
用
す
る
意
識
が
あ
り
'
す
で
に
そ
れ
を
可

能
と
す
る
両
者
の
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡
寛
文
期
に
は
四
代
目
藩
主
信

政
と
外
ケ
浜
の
ア
イ
ヌ
の
間
で
､
｢御
目
見
｣
が
開
始
さ
れ
て
お
り
､
朝
貢
的
な
贈

(‖)

答
儀
礼
行
為
を
介
し
た
政
治
支
配
の
進
行
と
も
相
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
時
期
の
飛
脚
回
送
が
ア
イ
ヌ
の
専
門
業
務
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
､
便
船
乗
船
に
支
障
が
あ
る
場
合
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
選
択
さ
れ
る
可
能
性
を

も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
ア
イ
ヌ
回
送
が
頻
繁
化
す
る
の
は
､
や
は
り

｢蜂
起
｣
に

お
け
る
飛
脚
船

へ
の
動
員
を
経
た
後
と
み
ら
れ
る
｡

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
､
ア
イ
ヌ
回
送
は
元
来
､
臨
時

へ
の
対
応
力
や
回
送
の
迅

速
性
を
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
､
戦
時
と
い
う
臨
時
に
お
い
て
動
員
さ
れ

た
の
も
､
こ
う
し
た
平
時
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
起
用
の
性
質
の
延
長
に
あ
っ
た
と
も
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
同
時
に
､
こ
う
し
た
臨
時

･
迅
速
的
業
務
に
ア

(2)

イ
ヌ
が
求
め
ら
れ
る
根
底
に
は
､
彼
ら
の
活
発
な
海
上
活
動
の
存
在
が
推
察
さ
れ
よ

A

つ
O

28

ま
た
ハ
遅
々
可
有
之
也
'
狭

こ
か
き
送
り
こ
可
仕
由
､
今
別
山
奉
行
三
人

へ

利
渡t
､

と
あ
り
'
今
別
山
奉
行
に
む
け
て
､
今
別
か
ら
の

｢便
船
｣
か
､
ま
た
は
遅
れ
が
あ

る
に
違
い
な
い
な
ら

｢狭
｣
に
か
き
お
く
り
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
｡
こ
の
と

Ⅱ

ア
イ
ヌ
回
送
労
働
に
つ
い
て

｢

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
に
お
け
る
働
き

寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
六
月
'
蝦
夷
地
に
お
い
て
松
前
藩
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
民



族
の
大
規
模
な
反
乱
が
起
き
た
｡
｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
と
よ
ば
れ
る
こ
の
戦
い
に
お

い
て
､
弘
前
藩
は
幕
府
か
ら
'
盛
岡
藩
と
と
も
に
松
前
と
幕
府
と
の
飛
脚
往
復
を
香

(柑)

嘱
さ
れ
､
松
前
藩
を
支
援
す
る
た
め
出
兵
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
｡
領
内
の
ア

イ
ヌ
も
飛
脚
や
通
詞
と
し
て
徴
用
さ
れ
､
軍
事
的
に
藩
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た

(20)

と
い
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
､
事
件
の
概
要
に
は
ふ
れ
ず
､
当
該
事
件

へ
の
津
軽
ア
イ

ヌ
の
動
員
状
況
の
み
に
ふ
れ
､
そ
の
特
徴
を
確
認
す
る
｡

ま
ず
､
｢国
日
記
｣
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
九
月
九
日
条
に
は

｢
二

松
前

へ

之
御
奉
書
､
う
て
つ
の
状
四
郎
三
郎

･
藤
蔵
､
釜
之
沢
ノ
ま
こ
ら
い
ん
､
今
別
の
御

蔵
之
者
申
付
､
今
七
日
朝
う
て
つ
よ
り
出
船
之
由
､
釜
氾
惣
左
衛
門

･
久
慈
次
郎
左

衛
門

･
佐
藤
伊
右
衛
門
方
よ
り
申
来
､
｣
と
あ
り
､
老
中
奉
書
の
運
搬
が
､
｢う
て
つ

狭
四
郎
三
郎

･
藤
蔵
､
釜
之
沢
の
ま
こ
ら
い
ん
｣
と
､
｢今
別
の
御
蔵
之
者
｣
に
命

じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢今
別
の
御
蔵
之
者
｣
も
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
和
人
も
飛

(21)

脚
を
担
当
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
後
述
す
る
が
､
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
八
月

の
老
中
奉
書
の
運
搬
に
は
､
今
別
か
ら
ア
イ
ヌ
に
か
き
送
り
を
命
じ
足
軽

一
人
を
付

(竹〓

(2)

き
添
わ
せ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､

｢今
別
の
御
蔵
之
者
｣
と
は
､
奉
書
運
搬
の
付
き
添
い
に
つ
け
ら
れ
た
御
蔵
役
人
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
｡

つ
ま
り

｢御
奉
書
｣
の
運
搬
が
ア
イ
ヌ
だ
け
で
は
な
さ

れ
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
れ
ば
､
ア
イ
ヌ
の
役
割
と
は
､
飛
脚
そ
の
も
の
と
い
う

よ
り
､
あ
く
ま
で
飛
脚
渡
海
船
の
回
送
労
働
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
O

ま
た
､
享
保
期
に
編
纂
さ
れ
た

｢津
軽

一
統
志
｣
に
は
､
｢飛
脚
舟
秋
共
｣
と
し

て
､
主
に
津
軽
半
島
北
端
の
海
岸
部
に
居
住
す
る
九
名
の
ア
イ
ヌ
船
頭
と
そ
れ
ぞ
れ

(2)

三
～
七
人
乗
り
の
船
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
｢国
日
記
｣
に
も
､
｢蜂
起
｣
沈
静

(2)

後
､
ア
イ
ヌ
は
戦
時
の
渡
海
の
功
を
褒
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
そ
の
有
力
な
担

い
手
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
､
戦
時
に
お
い
て
弘
前
藩
の
軍
役
の
な
か
に
ア
イ
ヌ
も
級

み
込
ま
れ
た
と
評
価
す
る
の
は
妥
当
と
い
え
る
｡
ま
た
'
軍
事
的
位
置
付
け
と
同
時

に
､
こ
の
と
き

｢御
奉
書
｣
の
運
搬
と
い
う
､
幕
藩
制
国
家
の
交
通
体
制
を
補
完
す

る
役
割
を
担

っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
｡

さ
て
'
同
年
十
月
二
十
三
日
'
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
が
松
前
藩
の
好
計
に
よ

っ
て
殺

害
さ
れ
る
と
戦
い
は
終
息
に
向
か
い
へ
松
前

へ
出
兵
し
て
い
た
弘
前
藩
の
軍
隊
も
ま

も
な
く
帰
国
す
る
が
､
翌
年
の
十
年
五
月
に
は
'
｢蜂
起
｣
の
原
因
を
探
索
す
る

｢見
聞
｣
の
た
め
､
弘
前
藩
は
藩
士
を
蝦
夷
地

へ
派
遣
し
た
｡
そ
の
さ
い
に
も
領
内

ア
イ
ヌ
が
通
詞
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
他
､
派
遣
藩
士
か
ら
の
書
状
送
付
の
た
め
の
飛

脚
の
回
送
や
､
彼
ら
を
迎
え
る

｢迎
船
｣
を
担
わ
さ
れ
た
｡
｢寛
文
拾
年
蝦
夷
蜂
起

(26)

集
書
｣
中
の

｢御
国

へ
飛
脚
相
立
申
覚
｣
の
書
き
上
げ
に
は
､
寛
文
十
年

(
一
六
七

〇
)
八
月
二
日
か
ら
九
月
二
十
三
日
に
か
け
て
､
｢船
頭
お
こ
た
ら

へ
の
ち
よ
う

(与
四
郎
)､
又
七
郎

(又
右
衛
門
)へ
む
さ
L
t
源
三
郎
へ
は
ん
ち
よ
｣
｢舟
頭
秋

作
助

(作
介
)､
ち
く
し
れ
く
'
さ
ん
太
｣
｢船
頭
松
ケ
崎
ひ
や
く
､
博
兵
衛
'
き
く

い
つ
み
｣
｢舟
頭
秋
金
ケ
う
た
の
長
次
郎
､
喜
蔵
､
吉
五
郎
'
采
の
介
､
は
や
助
｣

｢舟
頭
秋
又
七
郎

(又
右
衛
門
)
｣
に
よ
る

｢船
し
た
て
｣
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
｡
そ
の
恩
賞
や
粗
米
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
く
ど
の
よ
う
な
交
渉
が
持
た
れ
た
の

か
は
明
ら
か
で
な
い
が
､
現
地
で
の
徴
発
､
も
し
く
は
雇
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ

IIJJJ

ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
浪
川
氏
は
､
こ
れ
ら
を
津
軽
ア
イ
ヌ
へ
の

｢飛
脚
回
送
役
の
賦
課
｣

(2)

と
評
価
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
国
元
へ
の
書
状
送
付
は
'
ア
イ
ヌ
の
他
に
も
津
軽

へ

｢蹄
船
｣
す
る
､
国
元
か
ら
の
送
り
船
や
商
人
船
'
飛
脚
船
へ
松
前
藩
主
が
弘
前

へ

向
け
た
飛
脚
船
な
ど
和
人
の
様
々
な
船
に
も
預
け
ら
れ
て
お
り
､
ア
イ
ヌ
の

｢役
｣

29



(=
社
会
集
団
と
し
て
の
義
務
労
働
)
と
ま
で
言
い
き
れ
る
か
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
｡
こ
の
場
合
の
ア
イ
ヌ
の
飛
脚
回
送
労
働
と
は
､
現
地
の
状
況
に
即
し
た

臨
時
的
対
応
の
な
か
で
実
行
さ
れ
た
も
の
と
も
理
解
で
き
､
｢蜂
起
｣
中
の

｢飛
脚

船
｣
や
､
蝦
夷
地
探
索
の
た
め
の
通
詞
な
ど
組
織
だ
っ
た
軍
事
的
な
徴
発
と
は
や
や

異
な
り
､
む
し
ろ
平
時
の
飛
脚
回
送
の
状
況
と
同
様
､
｢便
船
｣
利
用
と

｢や
と

い
｣
を
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
は
い
え
'
｢蜂
起
｣
に
関
わ
り
､
松
前

へ
の
飛
脚
回
送
が

一
時
集
中
的
に
必
要

と
な
り
､
海
峡
の
往
来
を
日
常
的
に
行
う
津
軽
ア
イ
ヌ
が
'
結
果
的
に
は
そ
の
業
務

労
働
の
主
力
を
担

っ
た
と
評
価
で
き
る
｡
で
は
､
｢蜂
起
｣
が
終
息
し
た
後
､
平
時

の
松
前
飛
脚
渡
海
は
､
藩
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
を
吹

に
､
｢国
日
記
｣
中
に
あ
ら
わ
れ
る
､
ア
イ
ヌ
回
送
記
事
か
ら
検
討
し
て
い
く
｡

二
､
｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
後
の
飛
脚
回
送

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
後
は
'
｢国
日
記
｣
の
な
か
に
松
前

へ
の
飛
脚
回
送
に
ア
イ

ヌ
を
使
役
す
る
記
事
が
そ
れ
以
前
に
比
べ
多
数
存
在
す
る
｡
し
か
し
､
必
ず
し
も
飛

3曜E

脚
記
事
の
す
べ
て
に
ア
イ
ヌ
使
役
が
明
記
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く

､

全
体
か
ら
み
れ

ば
む
し
ろ
限
ら
れ
た
記
事
と
い
え
る
｡
こ
こ
で
は
､
こ
れ
ら
の
記
事
を
あ
げ
て
分
析

す
る
こ
と
で
､
ア
イ
ヌ
飛
脚
回
送
の
定
着
過
程
を
追
跡
し
っ
つ
'
そ
の
具
体
的
な
目

的
を
検
討
し
て
い
く
｡

表
2
は
､
藩
が
松
前
飛
脚
回
送
業
務
に
ア
イ
ヌ
を
起
用
し
た
記
事
を
年
表
に
し
た

(30)

も
の
で
あ
る
｡
年
代
は
先
述
し
た

｢蜂
起
｣
以
前
の
寛
文
七
年
の
事
例
か
ら
延
享
四

年

(
一
七
四
七
)
の
も
の
ま
で
で
､
そ
れ
以
降
は
見
ら
れ
な
く
な
る
｡
藩
主
で
区
分

す
れ
ば
､
四
代
藩
主
信
政
期

(
一
六
五
六
～
一
七
〇
四
)
の
記
事
が
大
半
を
し
め
､

数
ヶ
月
か
ら
数
年
お
き
に
み
ら
れ
る
｡
五
代
目
信
寿
期

(
l
七
〇
四
-
1七
三

一
)

以
降
は
享
保
四
年
の
記
事
と
､
二
十
八
年
後
の
延
享
四
年

(
一
七
四
七
)
と
な
る
｡

こ
う
し
た
表
出
傾
向
は

｢国
日
記
｣
上
の
ア
イ
ヌ
関
係
記
事
全
体
の
傾
向
と
ほ
ぼ
同

様
で
あ
り
､
藩
中
枢
に
お
け
る
領
内
ア
イ
ヌ
へ
の
関
心
度
に
左
右
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
｡
従
っ
て
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
ら
の
記
事
通
り
に
回
送
業
務
の
頻
度
や
莱

態
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
い
か
な
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
伴

っ
て

｢国
日
記
｣
中
に
表
れ
る
の
か
を
年
代
と
共
に
検
討
す
る
こ
と
で
､
藩
の
飛
脚
回
送

業
務

へ
の
ア
イ
ヌ
起
用
の
目
的
や
'
ア
イ
ヌ
専
門
化

へ
の
過
程
を
辿
る
こ
と
は
可
能

と
考
え
る
｡
こ
う
し
た
意
図
の
も
と
表
2
の
項
目
は
､
(書
状
の
種
類
､
目
的
)
で

飛
脚
の
発
生
し
た
目
的
や
飛
脚
命
令
を
あ
ら
わ
す
記
事
を
あ
げ
､
(御
用
の
性
格
)

で
は
そ
れ
が
藩
用
か
'
公
儀
の
御
用
か
の
判
別
､
(や
り
と
り
)
に
は
記
事
内
容
の

や
り
と
り
の
方
向
を
記
し
､
ま
た

(藩
庁
か
ら
の
指
示
)
(現
地
か
ら
の
報
告
)
の

二
つ
の
ケ
ー
ス
に
わ
け
て
記
し
'
(根
米
)
に
は
､
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
根
米
支
給
に

触
れ
る
記
事
を
書
き
出
し
た
｡

で
は
､
こ
の
表
を
用
い
な
が
ら
､
｢国
日
記
｣
記
事
の
内
容
を
み
て
い
く
｡
｢蜂

起
｣
以
降
､
平
時
の
ア
イ
ヌ
に
回
送
を
命
ず
る
最
も
早
い
記
事
は
､
天
和
四
年

(
一

(3-)

六
八
四
)

一
月
十
二
日
条

(表
2
中

〔18
〕
)
で
､
青
森
奉
行
か
ら
松
前
の
工
藤
忠

兵
衛

へ
の
書
状
送
付
に
つ
い
て

｢便
次
第
越
可
申
候
､
若
便
り
無
之
侯

ハ
秋
共

:
申

付
か
き
送

二
而
越
可
中
之
｣
と
､
舟
の
都
合
が
つ
き
次
第
渡
海
す
る
よ
う
､
も
し
便

船
が
無
い
場
合
に
は
ア
イ
ヌ
に
か
き
送
り
を
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
｡
｢蜂

起
｣
以
前
と
同
様
に
､
ア
イ
ヌ
の

｢か
き
送
り
｣
は
便
船
の
都
合
が
つ
か
な
い
臨
時

的
な
場
合
に
利
用
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
､
こ
の
時
点

で
は
ま
だ
､
松
前

へ
の
飛
脚
は
湊
の
現
場
状
況
に
あ
わ
せ
て
臨
機
応
変
に
渡
海
す
る
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と
い
う
藩
の
方
針
に
'
変
化
が
な
か
っ
た
と
み
え
る
｡

さ
ら
に
'
こ
の
よ
う
な
現
地
状
況
に
合
わ
せ
た
飛
脚
回
送
の
好
例
が
'
｢国
日

記
｣
元
禄
五
年

(
一
六
九
二
)
十
月
三
十
日
条

〔
19
〕
'
三
馬
屋
湊
目
付
の
成
田
左

田珊爪
介
の
口
上
書
に
よ
る
飛
脚
業
務
遂
行
後
の

(現
地
か
ら
の
報
告
)
で
あ
る
｡
以
下
に

記
す
と
､

一
､
御
手
廻
成
田
左
介
口
上
書

二
両
申
立
候

ハ
､
当
八
月
廿
五
日
松
前
江
被
遣
候

御
飛
脚
弐
人
､
三
馬
屋
江
参
候

二
付
､
習

姻
御
圏
皿讐
川J
リ乗
せ
可
融
引

潮
慧

肘
剰
劉
圏
倒
付
､
叫
m州叫刃
Jt申
付
候
粛

ニ
､
先

年
よ
り
御
用
之
毎
度
上
磯
之
秋
計
御
用
二
相
立
申
候
､
此
度

ハ
下
磯
之
秋

二

習

肌
封
圃
判
例
矧
封
'
左
様

二
仕
候
而
ハ
､
御
用
遅
成
可
中

と
奉
存
､
右
之
四
人
二
申
付
候
処
､
時
分
柄
飯
米

一
切
無
御
座
候
付
､
渡
海

罷
成
間
敷
由
申

:
付
'
御
飛
脚
留
置
申
儀
も
如
何
と
奉
存
'
ヨ
矧
固
相
ゴ
両

署

判
例
耐
JI
J
矧
叫
測
地
コ
コ
盟
倒
=
滅
淘
利
付
倒
'
此
分
秋
共
に
被

下
置
候
様

二
奉
願
旨
申
立
候

二
付
'
藤
太
夫
江
申
達
候
処
､
願
之
通
右
米
弐

斗
秋
共
取
せ
可
申
旨
被
中

二
付
､
則
左
介
井
本
〆
方
江
申
遣
之
､

こ
の
よ
う
に
'
同
年
八
月
二
十
五
日
に
､
三
馬
屋
に
お
い
て

｢乗
合
之
船
｣
が
あ
れ

ば
飛
脚
を

｢乗
せ
可
申
｣
と
こ
ろ
'
｢折
節
乗
合
之
船
無
御
座
｣
た
め
､
上
磯
の
ア

イ
ヌ
に
飯
米
を
与
え
て
渡
海
船
の
回
送
を
さ
せ
た
と
い
う
'
場
合
に
応
じ
た
ア
イ
ヌ

(33)

使
役
を
内
容
と
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
特
に
次
の
三
点
に
注
目
し
た
い
｡
第

一
に

｢先
年
よ
り
御
用
之
毎
度
上
磯
之
秋
計
御
用
二
相
立
申
侯
｣
と
､
以
前
よ
り
ア
イ
ヌ

(S)

が
飛
脚
御
用
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
点
で
あ
る
｡
｢御
用
｣
と
は
'
さ
き

に
見
て
き
た
よ
う
に
､
便
船
が
な
い
場
合
の
飛
脚
渡
海
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
第
二

は
'
ア
イ
ヌ
側
が
､
そ
の
度
に
い
つ
も

｢上
磯
｣
地
域
の
自
分
ら
ば
か
り
に
命
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
示
し
'
｢下
磯
之
状
｣
に
申
し
付
け
て
欲
し
い
と
､
渡
海

業
務
を
断
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢上
磯
｣
と
は
現
'
青
森
市
油
川
か
ら
三
厩
村

(3)

(36)

に
至
る
陸
奥
湾

･
津
軽
海
峡
沿
岸
地
域
を
さ
し
'
｢下
磯
｣
と
は
青
森
市
野
内
以
東
､

(37)

あ
る
い
は
浅
虫
以
東
の
平
内
地
区
を
さ
す
｡
｢上
磯
｣
に
対
し
､
｢下
磯
｣
の
ア
イ
ヌ

(3)

の
存
在
に
つ
い
て
は
史
料
上
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ず
不
明
で
あ
る
｡

し
か
し
何
よ

り
､
｢上
磯
｣
の
ア
イ
ヌ
が
回
送
業
務
を
逃
れ
る
た
め
の
理
由
付
け
を
行

っ
て
い
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
そ
し
て
第
三
に
注
目
す
べ
き
点
は
'
ア
イ
ヌ
側
の
経
済
状
況

に
よ
っ
て
藩
が
飯
米
を
支
給
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ア
イ
ヌ
側
の
'
｢時
分
柄
｣

(旧
暦
八
月
末
)
､
飯
米
が
な
い
の
で
渡
海
は
で
き
な
い
と
す
る
主
張
に
対
し
､
藩

側
は
三
馬
屋
で
米
を
借
り
､
ア
イ
ヌ
四
人
に
米
二
斗

(ひ
と
り
五
升
)
を
支
給
し
て

回
送
労
働
に
つ
か
せ
た
｡

つ
ま
り
ア
イ
ヌ
の
回
送
労
働
は
'
ア
イ
ヌ
側
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
飯
米
の
補
償

を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
ま
た
必
要
で
あ
れ
ば
借
り
て
で
も
飯
米
を
調
え
ア
イ

ヌ
を
起
用
し
て
遂
行
す
る
の
が
飛
脚
の
業
務
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
な
お
留
意
す

べ
き
は
ア
イ
ヌ
へ
の
飯
米
量
で
あ
る
｡
こ
れ
を
､
例
え
ば
天
和
三
年
の
御
廻
船
建
追

(3)

の
た
め
の
日
傭
賃
､
飯
米

｢
一
升
五
合
｣
と
比
べ
れ
ば
､
そ
の
三
倍
を
上
回
る
量
と

な
る
｡
仮
に

｢
一
升
五
合
｣
が
藩
の
一
般
的
な
旦
屠
労
働
の
飯
米
量
と
考
え
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
ア
イ
ヌ
へ
の
飯
米
支
給
と
は
'
実
質
的
に
は
賄
い
米
以
上
の

価
値
を
有
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
､
現
実
に
は
､
藩
が
ア
イ
ヌ
に
支
払
っ

た
労
働
報
酬
と
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
時
点
で
'
ア
イ
ヌ
の
飛
脚

回
送
と
は
､
便
船
が
な
い
場
合
の
渡
海
手
段
で
あ
り
､
現
地
状
況
を
踏
ま
え
た
両
者

間
の
交
渉
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

ま
た
､
さ
ら
に
下
っ
て
'
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
八
月
十

一
日
条

〔21
〕
で
は
､
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老
中
か
ら
松
前
藩
主

へ
の

｢御
急
用
｣
の
書
状
箱
が
今
別
町
奉
行
に
届
い
た
た
め
､

奉
行
の
判
断
で

｢狭
｣
に
か
き
お
く
り
を
申
し
付
け
､
足
軽
を

一
人
付
き
添
わ
せ
て

渡
海
し
た
旨
が
今
別
奉
行
か
ら
藩
庁

へ
届
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
便
船
で
よ

い
と
い
う
弘
前
藩
の
遣
い
と
は
異
な
り

｢昼
夜
に
不
限
｣
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

幕
府
老
中
か
ら
の
継
送
御
用
で
あ
る
こ
と
で
'
迅
速
さ
が
優
先
さ
れ
ア
イ
ヌ
を
起
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
藩
庁
か
ら
の
命
令
で
は
な
く
'
今
別
奉
行
に
よ
る
現
場
で
の

緊
急
対
応
手
段
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
点
で
､
ア
イ
ヌ
の
回
送
業
務
は
臨
時
的

･
現

場
的
な
起
用
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
O

L
か
L
t
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
の
回
送
起
用
は
､
そ
の
前
後
か
ら
変
化
が
あ
ら
わ

れ
る
｡
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
九
月
二
日
条

〔
22
〕
に
よ
る
と
'

一
､
松
前
江
之
飛
脚

樋
口
衛
門
組

成
田

善
助

神
源
太
夫
組

手
塚

太
左
衛
門

右
両
人
申
付
､
松
前
志
摩
守
様
江
之
御
書

一
通
相
渡
'
午
之
刻
相
立
之
､
例

之
通
糧
米
等
相
渡
'
海
上
狭
共
か
き
送
可
申
付
由
､
今
別
町
奉
行
江
書
状
相

添
遣
之
t

と
あ
り
､
弘
前
藩
主
が
松
前
藩
主
に
宛
て
た

｢御
書
｣
を
足
軽
二
名
が
飛
脚
と
し
て

遣
わ
さ
れ
る
さ
い
､
あ
ら
か
じ
め
藩
庁
側
か
ら
､
ア
イ
ヌ
に
か
き
お
く
り
を
命
じ
る

よ
う
､
今
別
町
奉
行
に
書
状
を
送

っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
｡
ま
た
､
｢例
之

通
糧
米
等
相
渡
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
と
き
に
は
飯
米
を
支
給
す
る
の
が
通
例
と

な

っ
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
以
降
､
表
2
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
､

ア
イ
ヌ
飛
脚
回
送
を
命
じ
る
事
例
は
以
前
に
比
べ
て
多
出
す
る
よ
う
に
な
る
｡
注
意

す
べ
き
は
､
そ
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は

(藩
庁
か
ら
の
指
示
)
で
あ
り
､
｢便
船
次

第
｣
と
い
う
文
言
は
見
ら
れ
ず
､
｢狭
｣
に
よ
る
飛
脚
回
送
は
'
飛
脚
を
発
す
る
時

点
で
藩
庁
側
か
ら
今
別
奉
行
に
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
特
徴
的
な
の

は
､
飛
脚
が
し
ば
し
ば

｢早
道
之
者
｣
と
表
現
さ
れ
て
お
り
､
急
ぎ
の
用
事
の
場
合

に
'
藩
庁
か
ら
あ
ら
か
じ
め
ア
イ
ヌ
へ
の
粗
米
支
給
の
手
配
が
指
示
さ
れ
､
よ
り
円

滑
な
飛
脚
業
務
の
遂
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
O

つ
ま
り
'
平
時

に
お
け
る
松
前
飛
脚
回
送
は
､
便
船
使
用
を
第

一
と
し
便
船
が
な
い
場
合
に
船

(ア

イ
ヌ
を
含
め
て
)
を
雇
う
と
い
う
現
地
状
況
に
任
せ
た
形
態
か
ら
､
あ
ら
か
じ
め
藩

庁
か
ら
ア
イ
ヌ
回
送
を
指
定
す
る
形
態

へ
変
化
し
､
こ
う
し
た
形
態
が
定
着
し
た
と

み
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
現
地
で
頻
繁
化
し
た
ア
イ
ヌ
起
用
を
す
く
い
あ
げ
る
よ
う

に
し
て
藩
庁
か
ら
の
ア
イ
ヌ
回
送
指
示
が
慣
例
化
し
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
ア
イ
ヌ
へ
払
わ
れ
た
粗
米
の
量
は
､
先
に
見
た
元
禄
九
年
､
成
田
左

介
に
よ
る
現
地
支
給
は
､
四
人
に
米
二
斗
､
ひ
と
り
五
升
づ

つ
で
あ

っ
た
が
'
｢国

日
記
｣
宝
永
七
年

(
一
七

一
〇
)
四
月
十
八
日
条
に
､
｢後
潟
組
狭
共
松
前
江
飛
脚

か
き
お
く
り
之
節
､
御
賄
之
儀
申
立
候
付
､
狭
共
前

々
之
通
弐
升
賄

二
可
申
付

候
､
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
概
ね
ひ
と
り
米
二
升
ず

つ
支
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
｡

藩
庁
命
令
に
よ

っ
て
根
米
の
支
給
量
が
定
量
化
し
た
こ
と
は
､
ア
イ
ヌ
に
と

っ
て
み

れ
ば
､
現
地
に
お
け
る
交
渉
の
余
地
が
奪
わ
れ
商
業
性
を
失
う
事
と
な

っ
た
と
い
え

る
｡
そ
の
上
､
性
急
な
労
働
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
､
相
対
的
に
み
れ
ば
ア
イ

ヌ
側
の
負
担
が
増
し
､
藩
の
強
制
力
が
強
ま

っ
た
と
受
け
取
れ
よ
う
｡
だ
が
'
同
時

に
､
藩
は
ア
イ
ヌ
の
回
送
労
働
に
対
し
て
'
常
に
決
ま

っ
た
量
の
米
を
支
給
し
続
け

た
と
も
い
え
る
｡
(
こ
れ
を
幕
藩
制
と
の
関
わ
り
で
考
察
す
れ
ば
'
幕
府
の
御
定
法

で
は
､
老
中
奉
書
運
搬
の
継
送
り
は
無
賃
と
さ
れ
て
い
た
が
､
ア
イ
ヌ
に
よ
る
海
峡

運
搬
に
お
い
て
は
､
ま

っ
た
く
の
無
賃
で
は
あ
り
え
ず
､
藩
機
構
を
媒
介
と
し
た
飯
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米
支
給
を
挺
子
と
し
て
ア
イ
ヌ
回
送
が
実
現
さ
れ
て
い
た
点
に
､
幕
府

･
弘
前
藩

･

ア
イ
ヌ
の
関
係
の

7
端
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
よ
う
.
)

さ
て
､
こ
う
し
た
状
況
は
記
録
上
､
延
享
四
年
ま
で
確
認
す
る
事
が
で
き
る
が
､

1
方
で

｢国
日
記
｣
享
保
六
年

二

七
二

一
)
二
月
二
十
五
日
条
に
は
以
下
の
記
事

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
､
今
別
町
小
鹿
弥
次
兵
衛
申
立
候
者
､
今
度
松
前
御
飛
脚
御
用
二
付
､
か
き
お

く
り
舟
御
雇
被
仰
付
候
付
､
商
舟
承
合
候
処
､
弐
百
匁
よ
り
弐
百
五
拾
目
近

船
賃
可
申
請
之
由
申
候
付
､
詮
儀
之
上
状
四
郎
三
郎

二
申
付
候
､
御
介
抱
に

て
罷
在
候
秋
之
儀

二
御
座
候
付
'
舟
賃
百
目
御
雇
切
仕
候
､
然
上
者
水
主
袷

銭
井
船
中
根
米
共
四
郎
三
郎
方
に
て
仕
出
申
筈
御
座
候
に
付
､
従
御
公
儀
様

御
物
入
無
御
座
候
､
同
人
舟
百
目
御
雇
切

二
被
仰
付
候
分
､
御
為

二
御
座
候

二
付
雇
､
則
今
十
九
日
二
松
前
江
渡
海
任
せ
申
候
間
､
右
船
賃
被
下
置
度
秦

願
之
旨
申
出
候
付
､

(40)

こ
の
よ
う
に
､
松
前
飛
脚
御
用
の
渡
海
船
の
雇
用
を
今
別
町
年
寄
小
鹿
弥
次
兵
衛
が

請
け
負
い
､
｢状
四
郎
三
郎
｣
を
通
常
の

｢商
舟
｣
の
半
値
以
下
で
雇
う
事
を
上
申

し
て
い
る
｡
｢御
介
抱
に
て
罷
在
候
秋
｣
で
あ
る
た
め
､
割
安
で
雇
う
事
が
で
き
る

と
あ
る
点
か
ら
､
享
保
期
に
は
､
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
藩
の
強
権
力
が
よ
り
確
か
な
も

の
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
加
え
て
､
こ
の
頃
､
な
か
ば
定
型
化
し
て
い
た

ア
イ
ヌ
起
用
の
飛
脚
回
送
記
事
が

｢国
日
記
｣
に
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る

一
方
で
､
飛

脚
回
送
船
の
手
配
が
､
町
年
寄
請
け
負
い
に
よ
る

｢雇
い
｣
の
形
態

へ
変
化
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
｡

以
上
､
飛
脚
回
送
労
働
か
ら
藩
と
ア
イ
ヌ
の
関
係
の
変
化
を
み
て
き
た
が
､
そ
も

そ
も
､
臨
時
的
で
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
る
飛
脚
船
の
回
送
労
働
に
､
和
人
で
は
な
く

ア
イ
ヌ
が
起
用
さ
れ
､
定
着
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
｡
次
に
､
藩
側
の
ア
イ

ヌ
回
送
業
務
に
対
す
る
評
価
を
抽
出
し
､
そ
れ
が
両
者
の
関
係
に
ど
の
よ
う
に
作
用

し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
｡

Ⅲ

ア
イ
ヌ
政
策
の
な
か
の
松
前
飛
脚
回
送

一
､
ア
イ
ヌ

｢か
き
送
り
｣
の
評
価

藩
の
松
前
藩

へ
の
飛
脚
回
送
は
､
決
し
て
す
べ
て
の
場
合
ア
イ
ヌ
だ
け
に
課
せ
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
藩
の
ア
イ
ヌ
飛
脚
回
送
業
務
に
対
す
る
評
価
を
抽
出
す

る
た
め
に
､
ア
イ
ヌ
が
つ
と
め
な
か
っ
た
場
合
の
飛
脚
渡
海
の
記
事
を
み
て
い
く
｡

例
え
ば
､
｢国
日
記
｣
元
禄
十
六
年

一
月
四
日
条

(表
2

〔
29
〕
)
に
よ
る
と
､

一
､
樹
細
面
倒
頭
之t
観
劇
静

々
之
過
槻
過
蘭
相
､
大
組
諸
手
之
内
弐
人
中
付
置
候

様

こ
と
両
頭
江
申
遣
之
､

一
､
右
飛
脚
之
者
渡
海
之
節
､
先
達
而
出
来
申
候
御
用
船
昇
送

二
而
遣
可
申
候
､

尤~
矧
刃
可
過
候
矧
分
樹
.ヨ
耐
'
矧
刃
習

オ
山闇
喝
倒
矧
コ

と
今
別
町
奉
行

二
戸
清
兵
衛
方
江
申
遣
之
､
粗
米
等
其
外
諸
事
例
之
適
中
付

候
様
に
と
申
遣
之
､

こ
の
よ
う
に
､
年
頭
の
飛
脚
の
か
き
お
く
り
は

｢常
人
｣
=
和
人
を
遣
わ
す
べ
き
時

分
柄
と
認
識
さ
れ
て
い
た
｡
こ
れ
は
年
頭
と
い
う
ハ
レ
の
時
節
に
ア
イ
ヌ
が
忌
避
さ

れ
て
い
る
点
で
'
あ
る
い
は
中
世
か
ら
の

｢夷
｣
に
対
す
る
積
れ
の
観
念
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
､
松
前
飛
脚
の
ア
イ
ヌ
回
送
が
檀

常
化
し
て
い
た
元
禄
後
期
に
は
､
和
人
が
手
配
で
き
な
い
場
合
に
は
ア
イ
ヌ
を
起
用

す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
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ま
た
､
｢国
日
記
｣
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
十
月
二
十
二
日
条
よ
り
､
秋
田
藩

家
来
が
松
前
御
用
の
た
め
に
弘
前
藩
に
渡
海
を
申
し
出
た
さ
い
に
､
藩
庁
は

｢時
分

柄
海
上
危
候
間
へ
水
主
之
者
共
江
も
能
々
申
付
'
尤
狭

二
而
も
付
添
､
日
和
符
等
相

考
'
差
支
無
之
渡
海
無
芸
様
可
申
付
｣
と
､
十
月
の
海
上
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
理

由
か
ら
和
人
水
主
の
他
に
特
に
ア
イ
ヌ
を
指
し
添
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
｡
さ
ら
に

七
年
後
の
寛
保
元
年

(
一
七
四

一
)
九
月
七
日
条
に
も
､
秋
田
藩
か
ら
の
使
者
を
松

前
に
渡
海
さ
せ
る
さ
い
'
藩
は

｢
天
道
三
人
乗
船
'
三
馬
屋
村
船
頭
彦
三
郎
｣

の

｢便
船
｣
に
回
送
を
命
じ
た
他
'
｢外
狭
壱
人
｣
を
同
船
さ
せ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
､

秋
田
藩
か
ら
依
頼
さ
れ
た
松
前
渡
海
は
あ
く
ま
で
和
人
船
頭
に
命
じ
､
ア
イ
ヌ
に
は

直
接
回
送
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
｡
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
､
海
上
の
危
険

に
備
え
る
意
味
で
ア
イ
ヌ
を
差
し
添
え
て
い
る
点
で
'
藩
は
ア
イ
ヌ
が
和
人
以
上
に

危
険
な
海
上
の
航
海
に
長
け
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
周

知
の
と
お
り
ア
イ
ヌ
は
交
易
の
民
で
あ
り
､
迅
速
な
航
海

･
船
操
縦
に
は
､
生
業
の

中
で
培
わ
れ
た
文
化
的
技
術
を
有
し
た
た
め
'
和
人
以
上
に
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
｡
こ
う
し
た
認
識
は
'
緊
急
で
迅
速
性
が
重
視
さ
れ
る
急
ぎ
の
渡
海
の
場
合
に

も
想
起
さ
れ
た
と
思
わ
れ
'
飛
脚
の
迅
速
な
業
務
遂
行
に
生
か
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
｡

そ
し
て
､
藩
庁
命
令
に
よ
る
ア
イ
ヌ
回
送
が
定
着
す
る
の
は
'
元
禄
期
の
半
ば
以

降
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
時
期
は
､
元
禄
飢
倭
に
よ
る
領
内
の
混
乱
や
財
政
悪
化

を
招
い
た
時
期
で
あ
る

一
方
､
ア
イ
ヌ
の
生
活
も
畑
作
の
不
作
が
深
刻
化
し
､
藩
か

(〓｣

ら
漁
の
仕
込
み
の
た
め
の
米
の
前
借
を
開
始
す
る
な
ど
､
生
活
が
厳
し
く
な
っ
て
く

る
時
期
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
な
か
で
､
ア
イ
ヌ
回
送
に
対
す
る
評
価
が
'
藩
の
ア
イ

ヌ
政
策
に
も
作
用
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
そ
の
点
を
次
に
検
討
し
て
い
く
｡

二
､
ア
イ
ヌ
の
無
役
と

｢
か
き
送
り
｣

弘
前
藩
と
ア
イ
ヌ
の
関
係
の
特
徴
は
､

1
般
和
人
領
民
と
は
異
質
の
支
配
関
係
に

あ
る
こ
と
で
あ
る
O
そ
の
違
い
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
の
は
年
貢

･
諸
役
の
有
無

で
あ
る
｡
ア
イ
ヌ
は

｢先
年
よ
り
何
之
諸
役
も
無
御
座
､
居
屋
敷

二
畑
年
貢
等
も
御

(㍑)

(13)

差
引
｣
あ
る
い
は

｢外
浜
上
磯
狭
共
諸
色
御
免

二
御
座
候
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､

一

般
百
姓
が
負
っ
た
年
貢

･
諸
役
は

1
切
か
け
ら
れ
な
い
無
役
の
存
在
で
あ
っ
た
｡

一

(44)

八
世
紀
初
頭
成
立
か
と
い
わ
れ
る

｢三
馬
屋
町
御
絵
図
｣
に
は
､
ア
イ
ヌ
住
居
と
思

わ
れ
る
家
並
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
'

一
般
百
姓

･
町
人
の
屋
敷
割
の
よ
う
に
間
口

･
裏
行
間
数
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
､
軒
が
か
り
の
諸
役
の
対
象
外
と
扱
わ
れ
て
い
た

(45)

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
加
え
て
､
｢秋
共
之
儀
者
取
分
申
渡
候
儀
堅
相
守
､
縦
何
様

(46)

御
座
候
得
而
も
訳
不
申
上
相
守
申
者
御
座
候
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
ア
イ
ヌ
の
生
存
や

そ
の
た
め
の
利
益
を
保
障
す
る
の
が
藩
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
対

照
的
に
'
御
蔵
百
姓
が
負
担
す
る
諸
役
の
な
か
に
は

｢狭
米
｣
が
あ
り
､
何
ら
か
の

(17)

形
で
ア
イ
ヌ
政
策
に
当
て
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
浪
川
氏
は
､
戦
国
期
の
津

軽
氏
と
ア
イ
ヌ
の
闘
争
関
係
を
終
息
す
べ
く
ア
イ
ヌ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
て
い

I.5'
る
｡と

こ
ろ
で
､
｢国
日
記
｣
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)
九
月
二
十
四
日
条
に
は
､
ア

イ
ヌ
に
よ
る
材
木
の
伐
り
だ
L
が
､
今
別
材
木
方
の
詮
議
や
役
銀
徴
収
に
あ
い
難
儀

し
て
い
る
旨
が
上
申
さ
れ
､
役
銀
の
赦
免
が
願
わ
れ
て
い
る
｡

一
､
狭
共
居
屋
敷
波
除
'
寝
木

･
枯
木

･
木
う
ら
井
指
こ
ぼ
捨
り
木

二
而
取
出
波

除
仕
儀

二
御
座
候
､
是
又
桧
類

二
而
仕
候
得
者
愈
議

二
逢
申

二
付
､
難
儀
仕

候
､
封
劃
組
曲
川習

矧
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等
も
御
差
引
'
松
前
等
江
御
用
之
儀
御
座
候
得
者
､
御
飛
脚
昇
送
申
儀
御
座

倒
､
然
処
近
年
者
状
船
作
候
得

ハ
'
今
別
材
木
方
よ
り
其
船
見
分
之
上
役
銀

被
取
､
居
宅
屋
ね
柾
取
出
申
儀
も
不
罷
成
'
勿
論
海
辺
之
儀

二
御
座
候
故
､

朽
損
も
強
ク
波
除
井
居
宅
柱
経
木

二
而
仕
候
得
者
塩
虫
通
､

一
両
年
も
持
兼

難
儀
仕
由
御
座
候
間
､
居
宅
繕

･
小
屋
懸
ケ

･
波
除
等
'
桧
寝
木

･
枯
木
'

切
捨
置
候
木
う
ら

こ
而
仕
候
儀
'
船
役
英

二
先
年
之
通
御
赦
免
被
遊
候
之
様

二
奉
願
旨
申
立
候

二
付
､
存
寄
申
越
候
様

こ
と
山
本
三
郎
左
衛
門
江
申
遣
之
'

浪
川
氏
は
傍
線
部
分
か
ら
､
｢諸
役
の
免
除
と
引
き
換
え
に
松
前

へ
飛
脚
回
送
が
負

担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
｣
と
読
み
取
り
'
ア
イ
ヌ
の
編
成
体
制
の
確
立
を
示
す

｢ア
イ

ヌ
固
有
の

『
役
』
｣

-
松
前
飛
脚
回
送
役
の
設
定
を
み
て
い
る
｡

し
か
し
､
戦
国
期
の
津
軽
氏
と
ア
イ
ヌ
の
闘
争
関
係
や
､
そ
の
終
息
策
と
も
推
刺

さ
れ
て
い
る

｢狭
米
｣
の
存
在
や
､
｢御
目
見
｣
儀
礼
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
朝
貢
外
交

的
関
係
の
あ
り
方
と
総
合
す
る
と
､
む
し
ろ

｢諸
役
免
除
｣
-

ア
イ
ヌ
無
役
と
は
､

藩
と
ア
イ
ヌ
の
原
則
的
な
関
係
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
本
稿
で
検
討

し
て
き
た
よ
う
に
､
ア
イ
ヌ
飛
脚
回
送
の
実
態
は
､
現
場
状
況
に
合
わ
せ
時
々
に
よ

っ
て
起
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
､
藩
庁
が
､
諸
役
免
除
を
反
対
給
付
と
し
た
ア

イ
ヌ
の

｢役
｣
と
し
て
明
確
な

｢設
定
｣
意
識
を
有
し
て
い
た
と
は
言
い
き
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
た
が

っ
て
右
の
史
料
か
ら
は
､
次
の
二
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
妥
当
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
第

一
に
へ
藩
社
会
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
関
係
秩
序
の
原
則
で
あ

っ
た

ア
イ
ヌ
無
役
が
､
元
禄
期
に
は
侵
害
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
こ
と
､

そ
し
て
第
二
に
'
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
､
ア
イ
ヌ
無
役
の
確
認
が
な
さ
れ
る
さ

い
､
ア
イ
ヌ
の
そ
れ
ま
で
の
臨
時
的
な
飛
脚
回
送
の
働
き
ぶ
り
が

｢諸
役
免
除
｣

(特
に
材
木
の
切
り
出
し
税
'
｢船
役
｣
の
免
除
)
願
い
を
補
強
す
る
材
料
と
し
て
､

引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
以
後
'
ア
イ
ヌ
が
材
木
を
切
り
出

(S)

す
さ
い
に
は
藩
庁

へ
届
け
出
､
無
役
切
り
出
し
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

さ

ら

に

'

ア
イ
ヌ
の
回
送
労
働
の
実
績
は
､
代
官
が
藩
庁
に
対
し
上
申
し
た
､
凶

作
時
の
ア
イ
ヌ
お
救
い
願
に
も
利
用
さ
れ
た
｡

元
禄
十
五
年

(
一
七

〇
二
)
閏
八
月
二
十

一
日
条
に
は
､
畑
作
の
不
作
に
よ

っ
て

困
窮
し
た
今
別
の
ア
イ
ヌ
に
た
い
す
る
救
済
方
法
が
問
題
と
な
る
な
か
で
'
無
高
百

姓
の
お
救
い
銭
に
加
算
す
る
方
法
で
は
な
く

｢状
計

ニ
｣
お
救
い
を

｢被
仰
付
候
儀

可
然
｣
と
す
る
意
見
の
理
由
と
し
て
､
｢狭
之
儀
常

々
御
擬
作
と
申
も
無
御
座
､
御

用
之
節
者
松
前

･
田
名
部
江
人
間
之
通
兼
中
節
も
寒
中
凌
大
難
往
来
仕
候
､
其
上
御

国

･
松
前

二
計
状
と
申
者
有
之
様

二
諸
国

二
而
も
申
成
候
'
然
所
右
之
狭
餓
死
或

ハ

他
国
江
も

一
軒
成
共
退
中
節
も
如
何
奉
存
候
'
｣
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
ア
イ
ヌ
の

飛
脚
回
送
労
働
は

｢人
間
之
通
兼
｣
る
時
期
に
も
大
難
を
凌
ぎ
往
来
す
る
も
の
で
あ

る
と
'

一
般
和
人
領
民
と
の
違
い
に
照
ら
し
､
藩
に
と
っ
て
有
益
な
ア
イ
ヌ
の
働
き

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
｡
｢御
国

･
松
前

二
計
状
と
申
者
有
之
｣
と
い
う
他
者
認

識
を
自
覚
し
､
領
内
ア
イ
ヌ
の
餓
死
や
他
国

へ
の
移
住
を
招
い
て
は
な
ら
な
い
点
を

確
認
し
っ
つ
へ
そ
れ
ま
で
の
回
送
労
働
の
実
績
が
､
お
救
い
政
策
を
推
進
す
る
た
め

の
根
拠
と
な

っ
て
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
ア
イ
ヌ
は
藩
か
ら
無
役
に
よ
る
生
活
の
保
障
を
受
け
つ
つ
も
､
困

窮
時
に
は
藩
権
力
の
お
救
い
に
頼
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
な
か
で
'
そ
の
お
救
い

の
引
き
合
い
に
､
飛
脚

｢御
用
｣
を
つ
と
め
て
い
る
と
い
う
現
実
の
働
き
が
強
調
さ

れ
て
い
く
過
程
で
'
藩
社
会
の
な
か
に
松
前
飛
脚
の
回
送
を
担
う
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
､
徐
々
に
そ
の
任
が
定
着

･
恒
常
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
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う
し
て
､
無
役
を
基
本
と
し
た
異
民
族
政
策
は
､
ア
イ
ヌ
が
松
前
飛
脚
回
送
を
担
う

こ
と
で
結
果
的
に
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
'
飛
脚
回
送
業
務

の
反
対
給
付
と
し
て

｢諸
役
の
免
除
｣
が
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
論
理
の
逆
転
を
生
み
出
し
た
と
捉
え
ら
れ

よ
う
｡
異
民
族
支
配
の
原
則
で
あ

っ
た
ア
イ
ヌ
の
無
役
は
､
藩
社
会
内
の
論
理
に
あ

て
は
め
ら
れ
て
再
認
識
さ
れ
､
飛
脚
回
送
業
務
は
ア
イ
ヌ
の
社
会
的
義
務
負
担
の
よ

う
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
時
期
と
は
､
ア
イ
ヌ
の
生
活

が
藩
に
よ
る
無
役
保
証
や
お
救
い
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
元
禄
期
半
ば

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
0

お
わ
り
に

以
上
'
弘
前
藩
の
松
前
飛
脚
回
送
の
実
態
に
則
し
て
､
｢ア
イ
ヌ
固
有
の

『
役
』
｣

と
評
価
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
の
担

っ
た
松
前
飛
脚
回
送
労
働
の
目
的

･
社
会
的
機
能
を
検

討
し
て
き
た
｡
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

第

一
に
､
松
前
飛
脚
渡
海

の
実
態
と
は
､
寛
文

～
元
禄
期
の
は
じ
め
頃
ま
で
は

｢便
船
｣

へ
の
乗
船
を
原
則
と
し
､
｢便
船
｣
が
な
い
場
合
に
､
現
地
に
お
い
て
船

を
雇
用
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
平
時
の
ア
イ
ヌ
回
送
は

｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
以
降
多

く
見
ら
れ
る
点
で
'
｢蜂
起
｣

へ
の
動
員
が
大
き
な
契
機
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
､

な
お
便
船
に
つ
ぐ
現
場
対
応
の
ひ
と

つ
の
手
段
と
し
て
臨
時
的
に
行
な
わ
れ
､
そ
の

は
た
ら
き
の
有
効
性
に
よ
り
徐

々
に
定
着
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡
藩
庁
か
ら
の
直

接
の
ア
イ
ヌ
回
送
指
示
が
定
着
し
て
い
く
点
で
は
､
元
禄
期
半
ば
に
ひ
と
つ
の
画
期

を
お
く
こ
と
が
で
き
る
O

第
二
に
､
ア
イ
ヌ
の
回
送
起
用
は
臨
時

･
性
急
な
も
の
で
あ
り
､
ア
イ
ヌ
と
の
交

渉
を
必
要
と
し
根
米
が
支
給
さ
れ
た
｡
粗
米
は
元
禄
半
ば
以
降
は
定
量
化
す
る
こ
と

か
ら
､
藩
の
支
配
権
が
高
ま

っ
た
と
み
ら
れ
た
が
､
ア
イ
ヌ
の
か
き
お
く
り
労
働
力

を
完
全
に
無
賃
で
徴
収
し
え
な
い
点
が
特
徴
と
し
て
残
り
つ
づ
け
た
｡
但
し
､
享
保

期
に
は

｢御
介
抱
｣
の

｢狭
｣
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
､
和
人
船
よ
り
も
安
価
に
雇

え
る
状
況
に
あ
り
､
政
治
的

･
経
済
的
関
係
が
､
藩
の
優
性
に
よ
り
進
行
し
た
こ
と

を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
第
三
に
､
ア
イ
ヌ
回
送
は
､
元
禄
期
半
ば
以
降
'
ア
イ
ヌ
の
無
役
侵
害
に

対
す
る
訴
え
や
お
救
い
願
の
正
当
化
を
補
強
す
る
根
拠
に
､
藩
社
会
内
に
お
け
る
ア

イ
ヌ
の
働
き
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
'
ア
イ
ヌ
政
策
の
基
本
で
あ

っ
た
無

役
を
守
る
こ
と
と
な

っ
た
と
み
ら
れ
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
､
浪
川
氏
の
提
起
し
た
松
前

｢飛
脚
回
送
役
｣
を
再
検
討
す

れ
ば
､
平
時
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
起
用
の
目
的
は
､
｢蝦
夷
地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
支
配

貫
徹
の
た
め
の
先
兵
｣
と
い
う
軍
事

･
政
策
的
な
目
的
を
踏
襲
し
た
と
い
う
よ
り
も
､

飛
脚
業
務
の
確
実

･
迅
速
な
遂
行
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
､
和
人
以
上
に
､
臨
時

へ
の
対
応
力
や
危
険
な
海
に
お
け
る
回
送
技
術
を
期
待
し
た
と
い
う
現
実
の
意
義
が

あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
た
意
味
で
は
､
ア
イ
ヌ
の
民
族
の
文

化
性
能
を
期
待
し
た
害
獣
駆
除
や
善
知
鳥
探
索

へ
の
ア
イ
ヌ
使
役
と
同
様
の
意
義
を

持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
'
ア
イ
ヌ
の
飛
脚
回
送
業
務
を
実
態
的
に
み
れ
ば
､
｢寛
文
蝦
夷
蜂
起
｣
を

契
機
に
､
藩
が
ア
イ
ヌ
を
体
制
内
に

｢狭
｣
と
し
て
身
分
付
け
る
た
め
政
策
的
に
設

定
し
た

｢役
｣
と
い
う
よ
り
も
､
元
禄
期
半
ば
に
か
け
て
の
現
地
で
の
は
た
ら
き
を

評
価
さ
れ
定
着
し
た
藩
御
用
が
､
｢役
｣
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
政
策
的
に
捉
え
か

え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
評
価
で
き
る
O
結
果
的
に
は
､
ア
イ
ヌ
が
藩
社
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会
内
で
果
た
す

｢役
｣
=
社
会
的
義
務
負
担
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

く
と
は
い
え
､
弘
前
藩
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
支
配
は
､
当
初
か
ら
近
世
社
会
に
お
け
る

身
分
制
の
論
理
に
積
極
的
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
現
莱

の
社
会
状
況
に
突
き
動
か
さ
れ
て
､
異
民
族
支
配
の
特
殊
性
が
徐

々
に
藩
社
会
内
那

の
論
理
に
捉
え
か
え
ら
れ
な
が
ら
存
続
し
て
い
っ
た
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
0

な
お
'
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
は
多
く
の
場
合
刊
行
史
料
集
に
依
拠
し
た
o
L
た

が

っ
て

｢国
日
記
｣
な
ど
の
史
料
の
､
全
体
的
分
析
に
は
至

っ
て
お
ら
ず
､
な
か
に

は
史
料
解
読
な
ど
に
あ
や
ま
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
ご
指
導

･
ご
批
判
を
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
原
史
料
の
確
認
を
含
め
､
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
飛
脚
回

送
の
実
態
や
藩
と
ア
イ
ヌ
の
諸
関
係
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

註
(
-
)
本
稿
の

｢北
奥
ア
イ
ヌ
｣
と
は
､
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
と
区
別
す
る
呼
称
と
し
て
本

州
北
奥
羽
地
域
､
現
青
森
県
地
域
に
居
住
し
た
ア
イ
ヌ
を
指
す
｡
な
お
津
軽
地
域
の

ア
イ
ヌ
を

｢津
軽
ア
イ
ヌ
｣
と
呼
ぶ
O

ま
た

｢
エ
ゾ
｣
の
漢
字
表
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の

史
料
に
な
ら
う
｡

(
2
)
｢北
奥
ア
イ
ヌ
｣
に
関
す
る
主
要
論
文

･
著
書
と
し
て
､
横
森
進
氏
に
は
①

｢和

人
地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
存
在
形
態
と
支
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
｣
(地
方
史
研
究

協
議
会
編

『
蝦
夷
地

･
北
海
道
-
歴
史
と
生
活
』
雄
山
間
､

1
九
八

l
年
所
収
.
の

ち
に
同
氏

『
増
補
改
訂
北
海
道
近
世
史
の
研
究
-
幕
藩
体
制
と
蝦
夷
地
-

』
北
海
道

出
版
企
画
セ
ン
タ
I
､

一
九
九
七
年
所
収
｡
)
②

｢北
奥
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
｣
(東
北

電
力
株
式
会
社
広
報

『
白
い
国
の
詩
』

一
九
九
九
年
四
月
号
所
収
｡
の
ち
に
同
氏
編

『
ア
イ
ヌ
の
歴
史
と
文
化
Ⅰ
』
創
童
舎
､
二
〇
〇
三
年
所
収
｡
)
③

｢
ア
イ
ヌ
民
族

の
去
就

(北
奥
か
ら
カ
ラ
フ
ト
ま
で
)
-
周
辺
和
人
と
の

｢交
流
｣
の
視
点
か
ら
｣

(網
野
善
彦

･
石
井
進
編

『
北
か
ら
見
直
す
日
本
史
』
大
和
書
房
､
二
〇
〇
7
年
)

が
あ
る
｡

ま
た
'
浪
川
健
治
氏
に
は
①

｢藩
政
の
展
開
と
国
家
意
識
の
形
成
-
津
軽

藩
に
お
け
る
異
民
族
支
配
と

｢北
秋
の
押

へ
｣
論
-
｣
(『
日
本
史
研
究
』
二
三
七
､

t
九
八
二
年
)
②

｢近
世
前
期
に
お
け
る
松
前

･
蝦
夷
地
と
北
東
北
｣
(『
松
前
藩
と

松
前
』
二
四
､

一
九
八
五
年
)
③

｢幕
藩
体
制
の
成
立
と
北
奥
社
会
-

本
州
ア
イ
ヌ

に
つ
い
て
-

｣
(『
歴
史
学
研
究
』
五
七
三
'

一
九
八
七
年
)
④

｢北
奥
に
お
け
る

｢風
俗
｣
と
権
力
｣
(『
地
方
史
研
究
』
四
三
､

一
九
八
七
年
)
⑤

｢善
知
鳥
考
｣

(『
日
本
歴
史
』
四
八
五
㌧

1
九
八
八
年
)
な
ど
が
あ
り
､
以
上
を
著
書
⑥

『
近
世

日
本
と
北
方
社
会
』
(三
省
堂
､

一
九
九
二
年
)
に
ま
と
め
て
い
る
他
'
⑦

｢民
族

文
化
と
地
域
社
会
-

｢接
界
の
地
｣
か
ら
の
視
点
-
｣
(岩
田
浩
太
郎
編

『
新
し
い

近
世
史
』
5
､
新
人
物
往
来
社
､

一
九
九
六
年
所
収
)
⑧

『
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト

ア
イ
ヌ
民
族
の
軌
跡
』
(山
川
出
版
社
､
二
〇
〇
四
年
)
が
あ
る
O
ま
た
､
菊
池
勇

夫
氏
に
は
北
奥
地
域
文
化
論
の
立
場
か
ら

｢近
世
北
奥
社
会
の

｢蝦
夷
｣
問
題
｣

(海
保
嶺
夫
編
､
『
北
海
道
の
研
究
』
第
4
巻
､
清
文
堂
出
版
､

一
九
八
二
年
所
収
｡

の
ち
に

｢生
活
文
化
の
な
か
の

｢蝦
夷
｣
-

菅
江
真
澄
日
記
を
読
む
-
｣
と
改
題
し

同
氏
著
書

『
幕
藩
体
制
と
蝦
夷
地
』
雄
山
間
t

T
九
八
四
年
に
所
収
o
)
が
あ
る
｡

尚
'
二
〇
〇
一
年
に
は

『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
1
に

｢近
世
北
奥
史
料
に
み
る

ア
イ
ヌ
民
族
関
係
史
料
集
成
｣
が
編
集
さ
れ
､
菊
池
氏
､
浅
倉
有
子
氏
ら
が
解
説
を

附
し
て
い
る

(四
〇
五
～
四

一
九
頁
)｡
ま
た
瀧
本
書
史
氏
に
は

｢松
前
稼
ぎ

･
往

来
者

･
ア
イ
ヌ
民
族
-
下
北
半
島
の
村
落
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(『
地
方
史
研

究
』
三
〇
五
､
二
〇
〇
三
年
)
が
あ
る
｡

(
3
)
と
く
に
註

(
2
)
浪
川
氏
'
①
③
⑥
｡

(
4
)
註

(
2
)
浪
川
氏
､
⑥
四
八
～
七
四
頁
参
考
｡

(5
)
註

(2
)
浪
川
氏
'
⑥
六
四
～
六
五
頁
｡

(
6
)
こ
う
し
た
疑
問
は
既
に
岩
崎
奈
緒
子
氏
も
指
摘
し
て
い
る
｡

な
お
岩
崎
氏
は
'
よ
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り
ア
イ
ヌ
を
歴
史
的
主
体
と
し
て
見
直
す
視
点
で
領
主
と
本
州
ア
イ
ヌ
の
関
係
を
と

ら
え
る
た
め
に
は
､
両
者
の
関
係
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
'
領
主
は
い
か
に
支

配
権
を
確
立
し
た
の
か
'
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
'
そ
の
過
程
を
具
体
的
に

後
付
け
る
こ
と
が
重
要
と
指
摘
し
て
お
り
､
筆
者
も
賛
同
す
る
｡
(
｢書
評

浪
川
健

治
著

『
近
世
日
本
と
北
方
社
会
』
｣
､
『
日
本
史
研
究
』
三
八

一
､

一
九
九
四
午
)

(
7
)
註

(2
)
浪
川
氏
､
⑥
六
三
頁
｡

(
8
)
註

(2
)
浪
川
氏
､
⑥
六
五
頁
｡

(
9
)
本
稿
で
分
析
す
る
記
事
は
､
主
に
青
森
県
史
編
さ
ん
近
世
部
会
編

『
青
森
県
史
』

資
料
編
近
世
1

(
二
〇
〇
一
年
)
お
よ
び
､
同
編

『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2

(二
〇
〇
二
年
)
に
拠

っ
た
｡
尚
､
本
稿
で
は
前
者
を

『
県
史
』
1
'
後
者
を

『
県

史
』
2
､
と
略
し
て
記
す
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
｡

(
10
)
｢陸
奥
国
津
軽
郡
之
絵
図
｣
正
保
二
年

(
一
六
四
五
)
成
立
｡
(貞
享
二
年
写
'
青

森
県
立
郷
土
館
蔵
｡
『
県
史
』
1
､
付
図
､
番
号
1
㌧
参
考
O)

(
‖
)
『
松
前
町
史
』
通
史
編
第

一
巻

上
'

一
九
八
四
年
｡

(
12
)
『
福
島
町
史
』
史
料
編
第

一
巻
､

一
九
九
三
年
｡

(
13
)
｢松
前
蝦
夷
記
｣
(註

(
‖
)
に
同
じ
)

(
1
)
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
Eg
巻
'
三

l
書
房
､

l
九
六
九
年
｡

(
15
)
｢雑
居
｣
と
い
っ
て
も
混
在
で
は
な
く
'
和
人
百
姓

･
町
人
と
の
間
で
住
み
分
け

が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
｡
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
'
津
軽
家
文
書
､
｢三
馬
屋

町
御
絵
図
｣)

(
16
)
『
県
史
』

2
'
四
六

～
二

一
七
頁
に
収
録
さ
れ
た

｢弘
前
藩
庁
日
記
｣
に
よ
る
｡

検
討
が
寛
文
七
年
ま
で
な
の
は
右
書
の
収
録
分
の
み
に
拠

っ
た
た
め
で
あ
り
'
検
討

は
不
十
分
で
あ
る
が

｢蜂
起
｣
以
前
の
弘
前
藩
の
飛
脚
渡
海
の
基
本
的
な
方
法
を
知

る
う
え
で
有
効
と
判
断
し
た
｡
寛
文
八
年
以
降
の
飛
脚
記
事
の
検
討
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
｡

(
17
)
｢御
目
見
｣
に
つ
い
て
は
､
特
に
浅
倉
有
子
氏
が

『
県
史
』

1
の

｢解
説
｣
(註

(2
))
に
お
い
て
図
表
化
し
､
御
目
見
場
所
の
変
化
に
注
目
し
て
い
る
｡
(四
〇
九

頁
)

(
18
)
こ
の
点
は
浪
川
氏
が
指
摘
し
て
い
る
｡

前
掲
､
(2
)
⑥
九
二
～
一
〇
一
頁
｡

(
1
)
｢国
日
記
｣
寛
文
九
年

(
1
六
六
九
)
九
月
四
日
条
､
『
県
史
』
1
㌧
四
四
三
頁
O

(20
)
長
谷
川
成

一
『
弘
前
藩
』
'
吉
川
弘
文
館
'
二
〇
〇
四
年
､
八
八
頁
｡

(2
)
長
谷
川
成

1

｢東
北
諸
大
名
と
蝦
夷
地
-
北
奥
羽
大
名
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

-
｣
『
北
海
道
の
研
究
』
第
四
巻
所
収
C
(同
'
註

(2
))

(22
)
｢国
日
記
｣
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
十
月
二
日
条

(表
2

〔
21
〕)

(
23
)
｢国
日
記
｣
享
保
四
年

(
一
七

一
九
)
七
月
五
日
条

(表
2

〔
37
〕
)
な
ど
｡

(2
)
｢津
軽

1
統
志
｣
八
木
橋
文
庫
本
'
弘
前
市
立
図
書
館
蔵

(『
県
史
』
1
所
収
に
依

る
｡
)

(2
)
｢国
日
記
｣
寛
文
九
年

(
1
六
六
九
)
十
二
月
二
十
三
日
条

(
26
)
寛
文
十
年
十
月
朔
日
､
則
田
安
右
衛
門
｡
寛
政
元
年
の
写
'
北
海
道
大
学
附
属
北

方
資
料
室
所
蔵
本
を
底
本
と
す
る

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
四

(三

一
書
房
､

一
九
六
九
年
)
に
よ
る
｡
ま
た

『
県
史
』
1
は
､
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
所

蔵
本
を
底
本
と
し
て
い
る
｡
記
述
が
不

一
致
の
場
合
の
み

(

)
内
に
記
す
O

(27
)
浪
川
氏
も
､
飛
脚
を
立
て
る
た
め
に
松
前
に
常
置
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く

｢折
よ
く
滞
在
し
て
い
た
者
が
現
地
で
徴
発
さ
れ
た
と
理
解
す
る
ほ
う
が
妥
当
｣
と

述
べ
る
O
(前
掲
'
註

(2
)
浪
川
氏
⑥

一
六
二
頁
)

(28
)
浪
川
氏
'
前
掲
'
註

(2
)
⑥

〓
ハ
一
～
一
六
二
頁
｡

(29
)
た
と
え
ば
'
元
禄
五
年
か
ら
七
年

(
一
六
九
二
～
九
四
)
の
間
の

｢国
日
記
｣
を

通
し
て
み
た
場
合
'
ア
イ
ヌ
の
飛
脚
を
記
す
の
は
後
述
す
る

一
件
の
み
で
あ
る
｡
し

か
し
例
え
ば
元
禄
六
年
正
月
五
日
条
に
は
'
松
前
志
摩
守

へ
の
年
始
御
祝
儀
の
た
め
'

同
年
三
月
十
五
日
条
に
も
信
政
の
参
勤
発
駕
を
知
ら
せ
る
た
め
'
飛
脚
を
遣
わ
し
た

記
事
が
あ
る
｡
(
｢弘
前
藩
庁
日
記
｣
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)

(
30
)
こ
こ
で
は

『
県
史
』
1
に
抜
粋
さ
れ
た

｢国
日
記
｣
の
ア
イ
ヌ
関
係
記
事
を
用
い
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た
｡
(四
二
〇
～
五
八

一
頁
)

(
31
)
表
2
史
料
番
号
o
な
お
番
号
は
表
1
か
ら
の
通
し
番
号
と
す
る
.

(32
)
成
田
左
介
に
つ
い
て
は

｢国
日
記
｣
元
禄
五
年

(
一
六
九
二
)
二
月

一
七
日
条

(『新
青
森
市
史
』
資
料
編
三
､
近
世

(1
)'
二
〇
〇
二
年
'
三
三
七
頁
｡
)

(
33
)
こ
の
時
の
飛
脚
の
用
件
は
'
弘
前
藩
主
の
帰
国
を
知
ら
せ
る
書
状
を
届
け
る
こ
と

で
あ
っ
た
｡
(
｢国
日
記
｣
元
禄
五
年
八
月
廿
二
日
条
参
照
)

(
34
)
浪
川
氏
は
'
前
掲
'
註

(
2
)
同
氏
論
文
①
で
'
同
史
料
を

｢先
年
よ
り
御
用
之

毎
度
秋
計
御
用
二
相
立
申
候
｣
と
記
し
'
飛
脚
回
送
を

｢専
ら
ア
イ
ヌ
の
使
役
に
よ

り
行

っ
て
い
る
｣
と
解
釈
し
て
い
る
｡
し
か
し
原
本
で
あ
る

｢国
日
記
｣
(弘
前
市

立
図
書
館
蔵
)
に
は

｢上
磯
之
狭
計
｣
と
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
確
認
し
っ
つ

『
県
史
』
1
に
拠
る
｡

(
3
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
2
青
森
県
'
角
川
書
店
'

1
九
八
五
年
'
二
七
四
頁
.

(36
)

同
'
註

(
35
)

(
37
)
『
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
､

一
九
八
二
年
｡
ま
た
'
同
書
に
よ
る
と
'
深
浦

(現
西
津
軽
郡
深
浦
町
)
地
域
が
上
磯
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
七
里
長
浜
か
ら
十
三

(と
も
に
現
北
津
軽
郡
市
浦
町
)
･
小
泊

(現
北
津
軽
郡
小
泊
村
)
が
下
磯
で
あ
っ

た
と
あ
り
､
小
泊
付
近
の
ア
イ
ヌ
を
指
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡
な
お
小
泊
の

｢狭
｣
存
在
は

｢正
保
国
絵
図
｣
の

｢狭
村
｣
以
外
は
不
明
で
あ
る
｡
享
保
年
間
の

絵
図
調
整
で
は
事
実
上

｢狭
村
｣
が
な
い
た
め
に
削
除
さ
れ
て
い
る
｡
(『
郷
村
帳
井

絵
図
覚
書
』
'
『
県
史
』
1
所
収
O
)

(38
)
｢陸
奥
国
津
軽
郡
之
絵
図
｣
(註

(

9

)

)

に
は
夏
泊
半
島
の
海
岸
部
に
三
つ

｢狭

村
｣
の
文
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
ほ
か
ア
イ
ヌ
存
在
を
示
す
史
料
は
な
い
｡

(
39
)
｢国
日
記
｣
天
和
三
年

(
一
六
八
三
)
五
月
十

一
日
条
｡
(『新
青
森
市
史
』
'
同
註

(
32
)
'

一
九
九
頁
｡
)

(
40
)
｢国
日
記
｣
正
徳
四
年

(
一
七

一
四
)
六
月
六
日
条
参
考
｡
(『県
史
』
1
)

(
41
)
｢国
日
記
｣
元
禄
十
五
年

二

七
〇
二
)
閏
八
月
十
七
日
条
以
降
｡
(同
前
)

(
42
)
｢国
日
記
｣
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)
九
月
二
十
四
日
条
｡
(同
前
)

(
43
)
｢国
日
記
｣
正
徳
五
年

二

七

一
五
)
八
月
十
六
日
条
｡
(同
前
)

(
‖讐

註

(
ほ
)
に
同
じ
.
年
代
推
定
は
'
長
谷
川
成

1
『
弘
前
藩
』
(同
註

(
18
)
参

考
｡

(
45
)
榎
森
氏
は
前
掲
､
註

(
2
)
②
に
お
い
て
､
盛
岡
藩
の

｢下
風
呂
村
道
丁
絵
図
｣

の

｢狭
屋
敷
｣
に
間
口
･
裏
行
間
数
が
無
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
ア
イ
ヌ
住
居
は

課
税
対
象
外
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
｡

(

一
一
六
頁
)

(
46
)
｢国
日
記
｣
元
禄
五
年

(
〓
ハ
九
二
)
八
月
二
十
九
日
条
｡
(『
県
史
』
1
)

(
47
)
た
だ
し
'
｢狭
米
｣
が
確
認
で
き
る
の
は
寛
文
四

･
五
年
の

｢御
定
書
｣
の
み
で

あ
り
'
浪
川
氏
に
よ
る
と
延
宝
三
年

二

六
七
五
)
の

｢諸
役
銀
定

･
万
直
段
物

定
｣
に
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
､
こ
の
間
に
消
滅
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

(註

(
2
)
浪
川
氏
⑥
七
四
頁
)

(
48
)
浪
川
氏
'
前
掲
､
註

(
2
)
⑥
五

一
～
五
二
頁
｡

(
49
)
｢国
日
記
｣
元
禄
十
五
年

二

七
〇
二
)
七
月
二
十
二
日
条
か
ら
寛
保
三
年

(
一

七
四
三
)
十
月
二
十
三
日
条
ま
で
に
'
約
四
六
件
の
届
け
出
記
事
が
あ
る
｡
(『
県

史
』
1
)

39

(付
記
)
本
論
文
は
､
平
成
十
五
年
三
月
に
東
北
学
院
大
学
大
学
院

(文
学
研
究
科

ア
ジ
ア
文
化
史
専
攻
)
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の

一
部
を
補
足

･
修
正
し
た

も
の
で
あ
る
｡
修
士
論
文
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
､
青
森
県
立
郷
土
館
の
瀧

本
書
史
氏
'
ま
た
青
森
県
史
編
さ
ん
委
員
会
の
本
田
伸
氏
を
は
じ
め
と
す
る

編
さ
ん
委
員
会
の
皆
様
に
､
史
料
閲
覧

の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
記

し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

(た
け
だ

･
あ
ゆ
み

福
島
県
立
博
物
館
)



表
1

寛
文

元
年

～
七

年
(1661-67)

の
松

前
飛

脚
関
係

年
表

午
(西

暦
)

日
付

*
松

前
飛

脚
関
係

記
事

(原
文

表
記

)
備

考
史
料
番
号

寛
文

元
年

(166
1)

6
月
25

日
松

前
殿

御
返

書
被

達
､
使

者
今

藤
兵

衛
銀

五
枚

､
椎

子
三

ツ
之

内
単

物
-

被
連

､
前

日
二

十
四

日
に
松

前
藩

主
か

ら
の

使
者

が
来

て
進

物
o
会

食
あ

り
○

〔
1
〕

10
月
19

日
松

前
江

之
御

返
事

､
飛

脚
之

者
金

子
壱

歩
被

下
､

前
日
十

八
日
に
松

前
よ
り
飛

脚
到

来
o

〔
2
〕

同
2
年

(1662
)

10
月

8
日

松
前

-
之

御
返

事
達

ス
､
但

殿
様

-
之

御
状

ハ
江

戸
-

便
之

時
分

登
せ

可
申

由
申
付

候
､
松

前
之

飛
脚

之
者

-
金

子
壱

分
遣

ス
､

昨
日
江

戸
よ
り
松

前
志

摩
守

様
-

之
御

返
事

下
着

ニ
付

､
今

日
青

森
迄

遣
ス
､
両

人
方

よ
り
塀

崎
蔵

人
方

-
書

状
遣

ス
､

前
日
七

日
､
松

前
よ
り
十

郎
左

衛
門

(津
軽

借
英

)
慶

弔
の

た
め

飛
脚

到
来
○

〔
3
〕

12
月

3
日

用
向
き
､
経

緯
は
不

明
O
｢両

人
方

｣
も
不

明
.

〔4
〕

同
3
年

(1663)
4
月
2
1
日

松
前

-
返

事
遣

ス
､

前
日
四

月
二

十
日
に
松

前
か

ら
の

飛
脚

(
｢但

志
摩

守
殿

今
度

御
参

勤
ニ

付
､
御

伝
馬

人
歩

之
儀

申
参

｣)
-

の
返

事
飛

脚
o

同
月

二
十

一
日
の

秋
田
御

庸
師

､
青

森
か

ら
渡

海
に

関
連

o
｢便

船
有

之
候

ハ
｣ヽ

〔
5
〕

6
月
25

日
7
月
17

日
夜

五
ツ
時

分
秋

田
よ
り
飛

脚
､
但

先
日
松

前
-

被
達

候
御

席
師

-
御

用
こ

て
追

懸
飛

脚
之

由
､
則

右
〔6

〕
〔
7
〕

御
Ft

師
松

前
-

渡
海

候
ハ

此ヽ
飛

脚
渡

海
船

可
申
付

由
､
但

便
船

有
之

候
ハ

弥ヽ
之

事
候

､
便

船
無

之
候

ハ
如ヽ

先
規

之
船

や
と
い

可
申

由
申

渡
ス
､

松
前

震
動

ニ
付

､
為

御
見

廻
飛

脚
ニ

小
知

行
壱

人
､
但

青
森

町
人

壱
人

指
添

遭
ス
､

便
船

で
○
無

い
と
き
は

｢如
先

規
船

や
と
い

｣
で
o

小
知

行
一

人
､
青

森
町

人
ひ

と
り
o

同
4
年

(1664
)

6
月

5
日

12
月

8
日

松
前

殿
御

下
国

付
両

､
家

老
中
蛸

崎
主

殿
.琳

崎
蔵

人
宛

所
ニ

書
状

-
通

達
ス
､
便

次
第
届

ケ
可

有
｢便

次
第

｣
届

け
る
よ
う
に
o
白
取

平
兵

衛
は

青
森

町
奉

行
と
思

わ
れ

る
○
(｢御

国
日

〔
8
〕

〔9
〕

由
自
取

平
兵

衛
方

迄
遣

ス
､

記
｣寛

文
三

年
十

月
二

十
九

日
条

よ
り
)

秋
田

家
老

須
田

伯
菅

.梅
津

与
左

衛
門

状
来
ル

､
松

前
-

用
所

ニ
付

而
飛

脚
越

中
上

候
渡

海
船

頼
秋

田
藩

よ
り
､
飛

脚
渡

海
依

頬
o
青

森
よ
り
案

内
者

小
知

行
一

人
つ

け
る
o
秋

元
又

候
由
ニ

付
､
飛

脚
弐

人
ニ
伝

馬
弐

疋
倍

液
､
但

例
年

借
来

候
ニ

付
而

右
之

通
申

付
候

､
松

前
-

痩
海

船
之

儀
者

､
秋

本
又

兵
衛

.
白
取

平
兵

衛
方

-
､
須

藤
惣

右
衛

門
方

よ
り
書

状
遭

さ
せ

候
､
青

森
よ

り
案

内
者

小
知

行
壱

人
申
付

候
､

兵
衛

は
青
森

奉
行

o

同
5
年

(1665)
7
月

9
日

松
前

志
摩

殿
今

五
日
ニ
死

去
之

由
､
白
取

平
兵

衛
.秋

本
又

兵
衛

よ
り
申

来
侯

､
則

時
返

事
達

ス
､

翌
日
十

日
､
｢松

前
-

被
達

候
御

飛
脚

､
昼

ノ
七
ツ
時

分
ニ
参

着
｣
と
あ

り
o

〔10
〕

同
6
年

(1666)
4

月
4

日
久

保
田
家

老
須

田
伯

書
方

よ
り
飛

脚
到

来
､
則

返
事

達
ス
､
但

修
理

様
御

用
二

付
而

､
松

前
-

飛
脚

遣
候

間
､
渡
海

船
之

儀
頬

入
由

申
来

候
､

昨
日
佐

竹
修

理
様

.右
京

様
よ
り
松

前
-

御
用

有
之

由
ニ

て
､
飛

脚
両

人
罷

通
候

付
､
渡

海
船

之
儀

秋
田
藩

よ
り
､
飛

脚
渡

海
依

頬
o

〔1
り

7
月

9
日

秋
田
港

よ
り
､
飛

脚
渡

海
依

頼
o
船

の
儀

は
､
青

森
-

遅
れ

の
無

い
よ
う
申

し
つ

け
〔12〕

前
廉

之
通

頼
申

由
こ

て
､
須

酬
自
首

よ
り
北

村
弥

右
衛

門
一

人
之

宛
所

ニ
て
添

状
来

付
､
船

之
儀

青
蘇

-
無

遅
々
可

申
付

書
状

達
ス
､

る
o

同
7
年

(1667)
1
月

7
日

松
前

､
旧

冬
打

続
天

気
悪

敷
渡
海

船
無

之
不

自
由
之

由
ニ

付
､
家

老
中
迄

見
廻

候
書

状
遭

ス
､

松
前

家
老

中
-

見
廻

の
書

状
遣

わ
す

○
〔13

〕

7
月

3
日

7
月
18

日
御

国
廻

様
方

-
為

御
見

廻
今

日
飛

脚
被

達
､
但

御
幸

之
内

ニ
鵠

百
被

進
由
御

許
被

進
候

､
御

書
も

巡
見
使

見
廻

に
つ

き
飛

脚
派

遣
o
便

船
か

ま
た

は
遅

れ
が
あ

る
と
き
は

､
状

に
か

き
〔14

〕
〔15〕

御
三

人
御

連
状

こ
て
-

通
也

､
但

今
別

よ
り
便

船
か

ま
た
ハ

遅
々

可
有

之
也

､
状

ニ
か

き
送

り
ニ
可

仕
由

､
今

別
山
奉

行
三

人
-

申
渡

､
松

前
兵

庫
殿

-
御

国
廻

衆
御

供
申
付

候
家

来
之

者
､
御

馳
走

恭
存

由
､
御

礼
之

御
飛

脚
被

達
､

送
り
を
命

じ
る
よ
う
､
今

別
奉

行
-

申
し
つ

け
る
○

松
前

兵
庫

-
家

来
馳

走
御

礼
の

飛
脚

o

出
典

:
｢弘

前
藩

庁
日
記

｣
(
｢国

日
記

｣)
､
『
青

森
県

史
』
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年
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作
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杉
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越
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叫
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､
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｣
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隼
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耳
保

4
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4
JJ

7
u
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4
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19)

7
月

5
日

延
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4
咋
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I
)
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近

日
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7
H
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H
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3
H
近

H

r御
帰

城
為
御

案
内

松
ぷ
摩
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江
御
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｣

棚
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l
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仇
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之
｣

-
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ノH

llJPrJ'席
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疾
付
､
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人
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き
送
り
純

米
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之
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之
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二
と
､
例

之
文

法
二
両
今
別

PTH
も
'n
ir

方
状
ihh

之
､

｣

l

】

1

ll.道
之

井
向
鳥
主武

火
徹

E滞
儀

､
松

前
江
柁
越

候
付
｣

｢
llL道

之
甘

外
鵬

ノ】三
TTJ_

ノ
ー二

衛
門
松

荊
江
御

川
に
付
被

逝
候

に
付
｣

松
前
滞

i
に
あ
て
た

古
状

松
前

川
火

に
つ

き
､
御

家
E
･中

よ
り
松

前
御

家
老

llJ
-
潜
状

/̂
世
大

和
守

(薪
府

老
中
)

よ
り
松

前
滞

-L
-

の
御

杖
節

滞
lLl' -

野
州

rr
春

子
J
(今

冊
的

町
泰

子
T汗

前
之々
近
状
｣川

･送

州
'仰

'lu
過

し
､カ

'
r孟

監
苦
洗
諾

蛸
女
川

馴
付

礁
湖

lト
今
別

町
僻

J
1rL9JIJ之

iiE.班
)l州

道
､
純

米
':･T･JY･;文

無

'J､
今

別
町
JIi･行

-
)

り
毛
衛

･成
FTU

lg!Ll一徹
rlrl

滞
J'l:-

今
別
l町

奉
(̂]

今
別
町

S
･行

一
瓶
庁

(｢右
御

JJl布
窺

以
御

農
図
松

前
弟
迫
n
川

l候
処

､
御

用
遅

成
､
jt

H
l
和

之
粒

も
難

計
､
rllIJ

把
候

Hl船
次

邪
道

而
可
中

上
候

､
l
了之

段
江
迎

申
_l二候

日
Il)来

､
｣)

?
(今

別
僻

行
一

価
†Lf
か
)

之
様

申
付

近
IIlZ横

工
と
､
今

別
町

奉
行

汀
小
過

之
､
｣

｢松
前
江

飛
脚

両
人
追

候
問

､
[l和

次
耶

少
も
無

仰
妖

光
rltl･送

､
粗

氷
でJ･声も

弟
文

無
之
様
二

･-･fq
lI･r旨

r71hh
之
｣

諸
手
姓
畔

~二才
.を

飛
脚

に
＼L/-て

､
｢ノ｢別

町
席
/l
i江

前
々
之
itil秋

共
か
き
お

く
り
､

粗
氷
tltf差

止
無
之
様
二

可
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｣
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:
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前
滞

庁
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C
J
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目
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､
『
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県
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資
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収
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鹿
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*
史
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番
封

土
表

1
か

ら
の
過

し
番

り
･O

川
人

小
川

L i･､,Al粗
米
等

前
々
之
通
相

液
中
候
｣

r掛
川
斬
〉ニ

ITll一差
ihL候

様
こ
と
被
仰

付
候

ニ
IJ

､
前

々
よ
り
御

用
か

b:Fl･送
り
状
八
L)q

人

r純
米
で･H

l･外
誠

･州
9Ij之

過
trl什

候
｣

｢
iJH

I,:か
き
送

り
根

米
等

も
前

々
之
適

中
付
候

之
｣

｢状
共
根

米
等
も
無

滞
様

rTIIJ
J

｣__
_-

__ _千
__

___
_

け
上
根

米
等
も
差
女

不

状か
き
送
り命

令O
松

前
鵜

-
の

牛
頭

挨
拶

の
飛
脚
O
あ
く
ま
で
｢常

人
｣

を
迫
わ
す

べ
き
｢時

分
柄

｣
だ
が
､
I.urr','人

が
'lJけ

な
い

1勤
行

は
状

八
･の

LJl川
､ら

ihLわ
す
よ
う
に
と
佃

令
O

〔29
〕

(h17出
潮

】汁
物
と
と
も
に
､
:
〔30

〕
松

ItJTf'k
E
I'f.に

I･L,=
ナ
た
l

'i
i'老

の
1糾

こ
よ
る
Ill･道

之
者

江
差

派
i丘

中
の

状
か

f
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)O

ト価.予ー｢

主
帰

城
の
案

内
｡
｢前

之
旭

｣か
き
送
り
D

り
順

は
苦
､言

計
器

七
三

r粗
米

等
差

支
無

之
様

rIJ
lJ

｣

喪
吾

諒
妄
哀

元
三

｢藩
主
二
g
,通

り
O

｢尤
粗

氷
等

前
々

之
地

相
稚

｣

｢根
米

一
口
壱

人
二
付

弐
升

宛
被

下
僚

候
､
去

年
御

姻
文

之
節

も
状

典
粗

米
右

之
通
相

社
中
候

､
右

之
以
例
を

此
度
も
相

渡
申
候

､
｣

今
別
町
奉
行
の
藩
庁
-
〟

注
進
｡公

儀
の
｢御

状
箱
｣

継
飛
脚

に
て
到

来
に
よ
り

今
別

町
奉

行
の

判
断

で

人
に
か
き
送
り
命
令
O

最
後

の
状

押
送

記
録

｡
班

-
の
柑

火
支

給
の
確

認
O


